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序　　　文序　　　文序　　　文序　　　文序　　　文

　国際協力事業団は、平成６年７月にホンデュラス共和国側と締結された討議議事録（Record of

Discussions：Ｒ／Ｄ）に基づき、小規模灌漑排水システムに関するホンデュラス共和国での地

域係数の調査に基づく技術基準が作成されることを目的として、｢ホンデュラスかんがい排水技

術開発計画」を平成６年10月１日から５年間の予定で開始しました。

　このたび、プロジェクトの協力終了を５カ月後に控え、協力期間中の活動実績などについて総

合的な評価を行うとともに、今後の対応策などについて協議することを目的として、平成11年４

月10日から４月23日まで、当事業団国際協力専門員 永代成日出 氏を団長とする終了時評価調

査団を現地に派遣しました。

　本報告書は、同調査団によるホンデュラス共和国政府関係者との協議および調査結果を取りま

とめたものであり、本プロジェクトならびに関連する国際協力の推進に活用されることを願うも

のです。

　終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を

表します。

　平成11年４月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
理事理事理事理事理事　亀若　誠　亀若　誠　亀若　誠　亀若　誠　亀若　誠
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第１章　終了時評価調査団の派遣第１章　終了時評価調査団の派遣第１章　終了時評価調査団の派遣第１章　終了時評価調査団の派遣第１章　終了時評価調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的

　国際協力事業団はホンデュラスに対し、乾期における農業生産技術の確立および灌漑農業の普

及を目的として、1983年から1992年までの９年間、農業開発研修センター（ＣＥＤＡ）において

プロジェクト方式技術協力を実施した。プロジェクト終了後、ホンデュラス政府は、灌漑排水基

準の策定などを目的とした調査研修部門を新設し、日本政府に対して技術協力を要請してきた。

この要請を受け、当事業団は1993年10月に事前調査団、1994年３月に長期調査員、同年７月に実

施協議調査団を派遣し、協力の必要性および妥当性を調査・確認するとともに、協力実施のため

の協議議事録（Record of Discussions：Ｒ／Ｄ）および暫定実施計画（Tentative Schedule

of Implementation：ＴＳＩ）の署名・交換を行い、1994年10月より５カ年の計画で、灌漑排

水事業における実態に合った計画・設計基準を策定できる技術者の養成を目的とするプロジェク

ト方式技術協力「ホンデュラスかんがい排水技術開発計画」を、専門家４名の体制で実施するこ

とにした。

　1995年５月に計画打合せ調査団を派遣し、新たに栽培部門の長期専門家が派遣されることにな

り、1996年10月の巡回指導調査団では、プロジェクト進捗状況の把握・分析と今後の活動計画の

検討を行い、残された協力期間で達成可能なようにＴＳＩを若干変更した。現在、協力期間の５

年目に入り、当初計画に沿った投入を行ってきた結果、本プロジェクトはおおむね所期の目的を

達成する段階にあるが、日本・ホンデュラス両国で合同評価調査団を構成して、プロジェクトの

当初計画の妥当性をはじめ、双方の投入実績、アウトプット目標の達成状況、実施の効果、さら

には協力終了後のあり方について調査・検討を行うこととした。

１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成

永代成日出 総括 国際協力事業団国際協力専門員

加藤　　孝 灌漑排水／水利構造物 農林水産省構造改善局建設部設計課

海外土地改良技術室係長

小林　富夫 栽培 農林水産省関東農政局生産流通部野菜課振興係長

桜井　正信 評価分析 内外エンジニアリング(株)海外事業本部企画部長

山口　和敏 計画評価 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課
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１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程

　1999年４月10日（土）から４月23日（金）まで計14日間

日順 月日（曜日) 行　程 調　査　内　容

１ ４月10日(土) 成田→ 移動（成田16:15 CO 006→14:15ヒューストン）

　ヒューストン

２ 11日(日) ヒューストン→ 移動（ヒューストン9:34 CO 769→11:31テグシガルパ）

　テグシガルパ 日本人専門家との打合せ

３ 12日(月) テグシガルパ ＪＩＣＡホンデュラス事務所挨拶、

在ホンデュラス日本大使館表敬、

国際協力省（ＳＥＴＣＯ）表敬、

農業牧畜省（ＳＡＧ）および灌漑排水総局（ＤＧＲＤ）表

敬、日本・ホンデュラス合同評価調査団打合せ

４ 13日(火) テグシガルパ→ 移動、

　　コマヤグア 農業開発研修センター（ＣＥＤＡ）所長表敬、

カウンターパートプロジェクト活動報告、

プロジェクト・サイト調査、分野別ヒアリング

５ 14日(水) テグシガルパ→ 実証地区（セイス・デ・ノビエンブレ）現地調査、

　　コマヤグア 分野別協議

６ 15日(木) テグシガルパ→ 灌漑排水総局との第１回協議、

　　コマヤグア 分野別評価作業

７ 16日(金) テグシガルパ→ 灌漑排水総局との第２回協議、

　　コマヤグア 日本・ホンデュラス合同評価調査団評価結果協議（最終確

認）

８ 17日(土) テグシガルパ→ ミニッツ案作成

　　コマヤグア

９ 18日(日) コマヤグア→ 移動

　テグシカルパ

10 19日(月) コマヤグア→ 灌漑排水総局と日本・ホンデュラス合同評価調査団との

　テグシカルパ ミニッツ案協議

農業牧畜省次官報告および協議

11 20日(火) コマヤグア→ 合同委員会、ミニッツ署名・交換、

　テグシカルパ ＪＩＣＡホンデュラス事務所報告、

在ホンデュラス日本大使館報告、ＳＥＴＣＯ報告

12 21日(水) テグシガルパ→ 移動（テグシガルパ12:15 CO 768→16:25ヒューストン）

　ヒューストン

13 22日(木) ヒューストン→ 移動（ヒューストン12:20 CO 007→23日 成田16:00）

14 23日(金) →成田 帰国
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１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者

(１) ホンデュラス側関係者

１) 農業牧畜省（ＳＡＧ）

Ing. Miguel Angel Bonilla 次官

Ing. Elías Abdalá Nazar 灌漑排水総局（ＤＧＲＤ）長

Ing. Alba Luz Hernández Reyes 灌漑排水総局次長

Ing. Karla Ivonne del Cid R. 灌漑排水総局職員

Ing. Francisco Javier Mejía 農業科学技術局（ＤＩＣＴＡ）局長

Lic. Jaime Salinas 計画評価調整室（ＵＰＥＧ)

Lic. José Gonzalo Franco 職員

Ing.Héctor Tablas Romero 農業開発研修センター（ＣＥＤＡ）所長

Ing. José Francisco Rosales プロジェクト（ＰＤＴＲＤ）責任者

Ing. Javier Velásquez 技術コーディネーター

Ing. Secarlos Padilla 灌漑排水カウンターパート

Ing. Reinerio Ramírez Umaña 水利構造物カウンターパート

Ing María Cristina Rivera 栽培カウンターパート

Ing. Abel Marcía セイス・デ・ノビエンブレ担当

Srta. María Luisa Ortiz コンクリート実験助手

Sra. Dorty Bendezú 土質実験助手

Sra. Ana Leticia Inestroza 植物生理実験助手

Lic. Miriam Bustamante 事務職

Sec. Rosibel Velásquez 秘書

２) 国際協力庁（ＳＥＴＣＯ）

Lic. Guadalupe Hung 国際協力局長

Lic. Alejandrina Servellón de Padilla 評価局長

３) 大蔵省（Secretaría de Finanzas）

Lic. Céleo Pozas 職員

４) ホンデュラス側評価調査団

Lic. Roger Valerio Soto（団長） 国際協力庁（ＳＥＴＣＯ）

Ing. Mario Rodríguez（灌漑排水／水利構造物） キミスタン盆地灌漑事業
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Dr. Napoleón Reyes Discua（栽培） 元ＣＥＤＡ所長（ＳＡＧ－ＤＩＣＴＡ）

Ing. Francisco Ramos（評価分析） ＳＡＧ計画評価調整室（ＵＰＥＧ）

Lic. Samuel Tenorio R.（計画評価） ＳＡＧ外国協力室

(２) 日本側関係者

１) 在ホンデュラス日本大使館

伊藤　昌輝 特命全権大使

近藤　　猛 参事官

２) 灌漑排水技術開発計画

海老原洋司 チームリーダー

北野　日士 業務調整

島田　輝男 栽培

市之宮美行 灌漑排水

石井　公人 水利構造物

３) ＪＩＣＡホンデュラス事務所

林　　和範 所長

安藤　孝之 次長

高田　宏仁 所員

勝又　明則 通訳

１－５　終了時評価の方法１－５　終了時評価の方法１－５　終了時評価の方法１－５　終了時評価の方法１－５　終了時評価の方法

　本プロジェクトの投入実績、活動実施状況、成果の達成状況、およびプロジェクト目標の達成

状況または達成見込みの調査による「計画達成度の把握」と「評価５項目による分析」の２つの

観点から評価調査を実施した。

(１) 計画達成度の把握

　プロジェクト目標達成のための各成果の達成状況について、アウトプット（ゴール）お

よびサブゴールの記述によってより具体的な到達目標を示すように設定し、現地調査にお

いて専門家とカウンターパートのコメントを反映して以下のように修正した。
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１) 上位目標

　灌漑プロジェクトが、作成された技術基準に従って効率的・効果的に運営され、維持さ

れる。

２) プロジェクト目標

　小規模灌漑排水システムに関するホンデュラスでの地域係数の調査に基づく（普及可能

な）技術基準が作成され、活用できるようになる。

ａ) 成果１：水文気象データの処理（灌漑排水分野)

①アウトプット（ゴール)：水文気象観測データの的確な収集、処理に関するＰＤＴＲ

Ｄの技術スタッフの能力と知識が高められる。

②サブゴール：ア）水文気象観測所の位置図が作成され、気象庁などの関係局より気温

と湿度、蒸発散量、降雨量、流量データが収集（136カ所）される。イ）コマヤグア

盆地の気象水文観測所８カ所の現地調査が実施される。ウ）36カ所の地点において流

量観測が実施される。

ｂ) 成果２：灌漑排水施設の設計・施工・管理(水利構造物分野)

①アウトプット（ゴール)：灌漑排水施設の設計・施工・管理に関するＰＤＴＲＤの技

術スタッフの能力と知識が高められる。

②サブゴール：ア）ホンデュラスにおける水利構造物の現況が把握され、カウンター

パートが水利構造物の調査方法を学習するとともに、問題点を抽出できるようにな

る。イ）取水工、排水工、付帯構造物について現地条件に適合した設計、施工、管理

に関する「頭首工基準案」｢配水路マニュアル」｢付帯構造物マニュアル」をカウン

ターパートと協同で作成し、精査・改善される。ウ）建設材料としてコンクリート、

土、水（建設時）が選定され、｢コンクリートマニュアル」｢土質試験マニュアル」｢水

理実験マニュアル」をカウンターパートと協同で作成し、精査・改善される。エ）コ

マヤグア盆地内において、上記基準、マニュアルを活用して小規模灌漑施設が建設さ

れ、試用される。

ｃ) 成果３：地域係数に基づいた技術基準の作成(灌漑排水・水利構造物分野)

①アウトプット（ゴール)：ＰＤＴＲＤの技術者が地域係数に基づいた技術基準を作成

できるようになる。

②サブゴール：ア）既存灌漑地区（６カ所）の現地調査とアンケート調査が実施され、
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問題点が把握される。イ）水源計画として表流水（河川水)、地下水利用に関し、利

用可能量調査を含めた水源開発計画基準案が作成される。ウ）地域の気象特性(国の

西部、中部、南部)を生かした地域係数を用いた灌漑および排水に関する計画基準な

どが、カウンターパートと協同で作成される。エ）灌漑システムの評価・分析が水理

的、経済的、社会的観点から検討される。

ｄ) 成果４：灌漑栽培技術マニュアルの作成

①アウトプット（ゴール)：ＰＤＴＲＤの技術スタッフが改良灌漑栽培技術マニュアル

を作成できるようになる。

②サブゴール：①既存の作物（タマネギ、トマト、スイカ、ピーマン等）栽培技術が調

査され、技術現況が把握される。イ）圃場栽培試験によって作物消費水量が決定さ

れ、マニュアルが作成される。ウ）実証農場において作物別改良畝間灌漑栽培が実施

され、灌漑栽培技術の展示、検証を行い、技術マニュアル案が作成される。

ｅ) 成果５：コマヤグア盆地での基準案の試用

①アウトプット（ゴール)：実証圃場および実証地区での試用を通じて、コマヤグア盆

地における灌漑排水のためのいくつかの技術基準（案）が作成される。

②サブゴール：ア）作成された灌漑排水計画基準案を用いて、用水量および洪水量が算

定される。イ）実証施設の設計、施工、管理を通じて、作成済みの技術基準案「渓流

取水工」の検証が行われる。ウ）収益性の高い作物について、農家の主体的取り組み

を促しつつ、灌漑栽培技術の農家への演示が行われる。

ｆ) 成果６：灌漑技術者の技術基準の理解

①アウトプット(ゴール)：灌漑技術者が地域係数に基づいた技術基準を理解できるよう

になる。

②サブゴール：ア）セミナー開催を通じて、作成された技術基準の成果の発表に加え、

参加した灌漑排水技術者に対し、技術基準・マニュアルに対する知識の向上が図られ

る。イ）ＰＤＴＲＤ技術者をはじめ、ホンデュラスの灌漑技術者がセミナーを通じ

て、作成された技術基準を理解し、活用できるようになる。ウ）灌漑栽培技術マニュ

アルなどは、農業技術者、農民研修に利用される。

　また、調査結果に基づき、アウトプット目標の達成度について、各サブゴールの達成度

(プロジェクト終了時までの最終的な達成の見込み）を判断し、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階で評価
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した。サブゴール達成の判定基準は以下のとおりである。

　Ａ：ほぼ達成される　　　（達成度８割以上）

　Ｂ：ある程度達成される　（達成度６～８割程度）

　Ｃ：達成できない　　　　（達成度６割以下）

　なお、ミニッツに添付されたアウトプット目標の達成状況評価シート（日本語版）を資

料４に示す。

(２) 評価５項目による分析

　調査結果に基づき、以下の評価５項目について分析を行った。なお、分析結果は第７章

に詳述する。

１) 目標達成度：プロジェクトの「成果」の達成度およびそれが「プロジェクト目標」の達

成にどの程度結び付いたかを調査する。

２) 効果：プロジェクトの実施によって生じる直接的・間接的なプラス・マイナスの効果に

ついて調査する。

３) 実施の効率性：プロジェクトの「投入」から生み出される「成果」の程度を把握し、手

段、方法、期間、費用の適切度を調査する。

４) 計画の妥当性：評価時においてもプロジェクトの目標が政府の開発計画・協力の被益者

ニーズなどからみて有効であるかどうかを調査する。

５) 自立発展の見通し：協力が終了した後、本プロジェクトによってもたらされた成果や開

発効果が持続的に拡大再生産されているかどうかを把握し、あわせて実施機関の自立度を

運営管理面、財務面、技術面・その他の諸側面から調査する。

　なお、評価５項目における各項目の調査確認事項は表１－１のとおりである。
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調査事項

１）｢プロジェクト目標」はどの程度まで達成されたか。

２）｢成果」の達成は「プロジェクト目標」の達成につながっている

か。

３）｢プロジェクト目標」の達成あるいは未達成の理由は何か。

１）プロジェクト実施による効果の内容はどのようなものか。

２）セクターレベルの効果、地域への波及効果はどのようなものがあ

るか。

３）効果の広がりと受益者の範囲について。

１）｢成果」はどの程度達成されたか。

２）技術移転内容の適正度は妥当なものであったか。

３）達成された「成果」は「投入」の規模から妥当なものであるか。

４）｢投入」の規模は質、量ともに適正であったか。

５）｢投入」のタイミングは妥当であったか。

６）｢成果」は計画した時間どおりに達成できたか。

７）プロジェクト内容の計画と実績の格差は正当化できるか。

８）実施の効率性に貢献あるいは阻害した要因は何か。

１）設定された目標（上位目標、プロジェクト目標、成果）は現在で

も被援助国の開発政策に合致しているか。

２）上位目標やプロジェクト目標は現状においても最終受益者のニー

ズに応えているか。

３）プロジェクト実施中にその計画内容に影響を及ぼすような社会・

経済的変化があったか。その場合、実施機関はどのような対策を

とったか。

４）「上位目標」「プロジェクト目標」「成果」および「投入」の相

互関連性は妥当であるか。

１）実施機関には運営管理能力を十分に備えた人材が確保されている

か。

２）プロジェクトがめざした目標に対する政府のサポートは十分に得

られているか。

３）プロジェクトで投入された施設、機材などを維持し、有効的に使

用するための経常経費は確保されているか。

４）実施機関の財政基盤は安定しているか。

５）プロジェクトで実施された活動は、今後も継続して行われるか。

評価項目

目標達成度

効果

実施の効率性

計画の妥当性

自立発展の見通し

表１－１　評価５項目の調査確認事項
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第２章　要約第２章　要約第２章　要約第２章　要約第２章　要約

　本終了時評価調査団は、1999年４月11日から４月21日までホンデュラスを訪れ、ホンデュラス

側と合同評価調査団を構成して「ホンデュラスかんがい排水技術開発計画」プロジェクトの終了

時評価を行った。評価結果は合同評価報告書に取りまとめて本調査団長とホンデュラス農業牧畜

省次官の間で署名を取り交わし、それぞれ両国政府に報告した。

　本終了時評価調査の主な内容は以下のとおりである。

(１) プロジェクト目標である「小規模かんがい排水システムに関する技術基準の作成」につ

いては、1999年９月のプロジェクト終了時までにほぼ目標を達成する見通しで、暫定実施

計画（ＴＳＩ）に示された灌漑排水、水利構造物、栽培に関する各種基準、マニュアル類

は、それまでにほぼ完成の予定である。

(２) したがって本プロジェクトは、当初の予定期間をもって終了することが適切であると判

断された。

(３) プロジェクトで作成中の基準類は、国家基準の第１次案と位置づけられており、独自の

基準類が存在しなかったホンデュラスに対する技術的インパクトは大きいと、高く評価で

きる。実証地区で実施された灌漑施設の建設、作物多様化に向けての栽培指導などによ

り、ホンデュラスにおける小規模灌漑農業の基礎づくりができたと評価できる。

(４) しかしながら、カウンターパートの定着期間が短いという問題がプロジェクト発足当初

から存在し、効率的な技術移転活動に支障をきたした。

(５) プロジェクトの今後の課題については農業牧畜省次官ならびに灌漑排水総局の局長・次

長と協議して、以下の４項目を確認し、ミニッツに記載された。

１) 協力終了後のプロジェクトの自立発展のために、適切な数の正規職員の配置と必要な予

算措置をとる。

２) プロジェクトで作成した基準類を国家基準とするために努力する。

３) プロジェクトの長期的な自立発展のため、ホンデュラス側は近い将来「国立灌漑農業研

究所」設立、試験研究、技術基準類の策定・改定、研修などを行う。

４) 実証地区（セイス・デ・ノビエンブレ）の活動を継続し、モデル地区としての機能を維
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持発展できるよう努力する。

(６) 調査団としては、プロジェクトの自立発展のため、日本側が長期・短期専門家を派遣し

て、国家基準策定のための技術的・行政的アドバイスと、灌漑排水事業計画策定のアドバ

イスをすることが望ましいと考える。
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第３章　評価調査の概要第３章　評価調査の概要第３章　評価調査の概要第３章　評価調査の概要第３章　評価調査の概要

　終了時評価調査の概要は、以下のとおりである。

(１) 評価手法と調査内容

１) 合同評価について

　前述のように、ホンデュラス側と日本側により合同評価調査団（計10名）を結成し、下

記の分野についての評価業務を行った。

　・総括

　・灌漑排水／水利構造物分野

　・栽培分野

　・評価分析（主にＰＤＭ、５項目評価を担当）

　・計画管理

　ホンデュラス側の調査団メンバーは、前述の調査団の構成で示したように、国際協力庁

および農業牧畜省の専門家によって構成された。

　事前に、プロジェクトによる活動内容や調査手法についてのオリエンテーションが実施

されていたので、スムーズに調査を行うことができた。

２) 評価手法

　評価は、プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）をもとに行われた。今回の

プロジェクトの場合、発足当初にＰＤＭが作成されていなかった。したがって、討議議

事録（Ｒ／Ｄ)、暫定実施計画（ＴＳＩ)、関連報告書ならびにプロジェクト側との連絡に

基づき、活動目的、内容を再確認する作業を経て、調査開始前にＰＤＭの作成が行われ

た。

　評価５項目の調査は、前述の定型に基づいた手法で行われた。

　なお、分野別評価については、おのおのの目的達成度を計るために評価シートを作成

し、調査を行った（ＰＤＭ、分野別評価シートについては、資料４を参照)。

３) 調査内容

　調査は、日本人専門家とカウンターパートからの聞き取り、成果品のチェック、関連機

関との意見交換、ならびに実証圃場地区（セイス・デ・ノビエンブレ）の視察、受益者農

民からの聞き取りなどにより行われた。

　プロジェクトの自立発展性については、農業牧畜省次官ならびに灌漑排水総局の局長・
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次長との協議を通して、その方向性を確認した。

(２) 評価調査の要約

　評価調査の要約は、下記のとおりである。

１) 目標であった「小規模灌漑排水システムに関するホンデュラスでの地域係数の調査に基

づく技術基準が作成される」については、1999年９月のプロジェクト終了時までには、ほ

ぼその目標が達成される見通しである。

２) 具体的には、ＴＳＩで示されている灌漑排水、水利構造物、栽培に関する各種基準、マ

ニュアル類が、プロジェクト終了時までに、ほぼ完成の予定である。

３) したがって、本プロジェクトは、当初の予定期間をもって終了することが適切であると

判断された。

４) プロジェクトで作成中の基準類は、国家基準の第１次案との位置づけがなされており、

独自の基準類が存在しなかったホンデュラスに対する技術的なインパクトは大きいと、高

く評価できる。

◇今回の技術協力が要請された背景は、次のとおりである。

・ホンデュラス独自の基準がなかったこと。

・これまで、外国の基準に基づき事業が実施されてきたが、用いられる基準が異なる

ことが多く、支障をきたしていた。

・ＵＳＡＩＤによるホンデュラスへの小規模灌漑農業援助の一環として、｢設計と施

工」に関するマニュアルが過去に作成された経験がある。しかしながら、内容は完

璧なものではなく、部分的なものとなっており、普及もされていない。

５) 実証地区（セイス・デ・ノビエンブレ）で実施された、基準案などを使用した灌漑施設

の建設、作物多様化に向けての栽培指導などにより、ホンデュラスにおける小規模灌漑農

業のモデル地区としての基礎づくりができたものと評価される。

６) カウンターパートの定着期間が短いという問題がプロジェクト発足当初より存在し、効

率的な技術移転活動に支障をきたしたといえる。
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◇カウンターパートの定着期間が短かった原因は、関係者からの聞き取りによれば次の

とおりであるという。

・プロジェクトの発足以来、カウンターパートの大半が契約ベースで勤務する職員で

あったこと（不安定なポスト)。

・民間と政府機関間の給料格差。

・ホンデュラスには土木技術者が少なく、需要が多いこと。

７) 離職した人の過半数は、灌漑農業分野でプロジェクトで習得した技術を活用して活躍中

であることが確認できた（表５－３参照)。

８) 協力期間の２年次まで、ホンデュラス側による予算措置がなく、プロジェクト運営に支

障をきたした（天然資源省水資源局がカウンターパート組織の時期)。

　　1997年４月にカウンターパート組織が農業牧畜省灌漑排水総局になった後は、予算措置

が行われるようになり、運営面の改善がみられた。

９) 終了時評価調査結果（自立発展性などについての提言を含む）は、ミニッツに取りまと

められ、農業牧畜省次官との間で署名が行われた。

10) 本プロジェクトで対象とした基準類の数が多すぎたように感じられる。対象となる基準

類の範囲をもう少し絞り込んだうえでの活動が、技術移転の観点からすると、より好まし

かったといえる。

(３) 今後の課題

　今回の調査期間中、プロジェクトの今後の課題（特に技術協力終了後）について、前述

のように農業牧畜省次官ならびに灌漑排水総局の局長・次官と協議を行った。

　これらの協議において、下記に示す４つの事項がホンデュラス政府側と確認されたの

で、ミニッツに記載した。

１) プロジェクト終了後の自立発展性

　プロジェクトは、灌漑排水総局のひとつの部として公的な位置づけがなされている。し

たがって、日本の協力終了後も、組織の存続に関する問題はないといえる（資料６「プロ

ジェクト組織図」を参照)。

　しかしながら、プロジェクト人員の配置と予算計画については、ホンデュラス政府側の
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意向を確認する必要があると判断し、協議を行った。

　特に、本プロジェクトの懸念事項であった契約ベースの勤務体制によるカウンターパー

トの離職の問題の解決が、自立発展の鍵であると思われたので、その点についての協議を

重点的に行った。

　その結果、プロジェクトの自立的発展のためには正規職員の配置が必要であるという旨

の見解がホンデュラス政府側より示された。具体的には、20名の正規職員と10名の臨時職

員、計30名体制でプロジェクトを運営していく構想であることが確認された。プロジェク

ト予算についても適切な額を確保していく旨の表明があった。

　以上の協議結果の要約は、下記に示す文面でミニッツに記載された。

　｢協力終了後の自立発展のためには、適切な数の正規職員の配置と予算の確保が必要と

いえる」（ミニッツに記載した内容の意訳)。

　正規職員の配置については、すでに灌漑排水総局で具体的な検討が開始されており、

1999年６月には人事院に対して正式な申請を行うとのことであった。

　なお、現在ホンデュラス政府全体にかかわる行政改革が検討されており、1999年７月に

その計画の内容が明確になるとのことであった。したがって、本プロジェクトの将来的体

制については、行政改革との関係もあるので、今後とも十分にモニタリングを行っていく

必要があるといえる。

２) 作成された基準案をもとにした国家基準の策定について

　前述のように、本プロジェクトで作成された基準類は、国家基準の第１次案として位置

づけられている。今後、それらの基準案が、国家基準となるためには、ホンデュラス側の

自助努力が必要とされる。

　この点については、調査期間中に灌漑排水総局側と協議を重ね、下記に示す方向性が確

認された。

　｢ホンデュラス側は、早急に査読委員会を設置し、1999年７月より基準案の検討を開始

する（査読委員会の設置のスケジュールは、日本側に通知される予定)。査読委員会での

活動などを通して、ホンデュラス側は、より適応性のある内容を有する国家基準を制定で

きるように努力する」(ミニッツに記載した内容の意訳)。

　上記の点についての、灌漑排水総局の考えは次のとおりである。
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ａ) 本プロジェクトの活動分野と対応するホンデュラス国内の３つの学会（灌漑排水、水

利構造物、栽培）に依頼し、査読委員会を設置して活動を開始する。

ｂ) 灌漑排水総局と査読委員会間による検討を繰り返し、国家基準を制定していきたい。

ｃ) 制定された基準類は、国家基準として行政に用いるほか、大学などでの教材、研修教

材として広く活用していく計画である。

３) 長期的観点からのプロジェクトの自立発展性について

　ホンデュラス政府は、以前より、長期的観点からのプロジェクトの自立発展性について

検討を行ってきていた経緯がある。

　今回の調査期間中に、農業牧畜省次官ならびに灌漑排水総局長と協議を行い、下記の方

向性を確認できたのでミニッツに提言の形で記載することとした。

　｢ホンデュラス側は、近い将来、プロジェクトの長期観点からとらえた自立発展のため

に『国立灌漑農業研究所』を設立する。この研究所の活動内容は、灌漑排水に関する試験

研究、栽培に関する試験研究、技術基準類の策定／改訂および研修である。なお、本研究

所設立の詳細計画は、後日、ホンデュラス側より日本側へ通知される予定である」（ミ

ニッツに記載した内容の意訳)。

　｢国立灌漑農業研究所」の設立に関するホンデュラス政府の考えは、次のとおりである。

ａ) 基本的には、農業開発研修センター（ＣＥＤＡ：９年間にわたり日本の技術協力が実

施された）と灌漑排水技術開発プロジェクトの２つを母体として、新たな研究所を設立

する計画である。

ｂ) しかしながら、単なる２つの組織の合併による組織の新設ではなく、新たな目的に応

じた部署の設置と人員の配置などを十分に検討する意向である。

ｃ) 運営は、国家予算だけによるものではなく、可能な範囲で独立採算的な形を組み入れ

て行いたいという考えである。

４) 実証地区（セイス・デ・ノビエンブレ）の今後の運営について

　前述のように、技術協力活動を通して、ホンデュラスにおける小規模灌漑農業のモデル

地区としての基礎づくりはできたといえるが、当該地区を技術普及の核とするためには、

ホンデュラス政府側によるさらなる活動の推進が必要であると判断された。

　したがって、技術協力終了後の実証地区（セイス・デ・ノビエンブレ）の運営につい
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て、ホンデュラス政府側と協議を行った次第である。

　その結果、継続的な活動実施が行われる旨の確認が得られたので、下記の内容をミニッ

ツに記載した。

　｢ホンデュラス側は、実証地区（セイス・デ・ノビエンブレ）での活動を継続して実施

する。その内容は、栽培、水管理に関する指導、各種灌漑方式の展示、圃場開発、ならび

に農民組織の活動に対するサポートである。これらの活動を通して、ホンデュラス側は本

地区が小規模灌漑農業のモデル地区としての機能を維持発展できるように努力する」（ミ

ニッツに記載した内容の意訳)。

(４) 今後の考慮点

　本プロジェクトの自立発展のためには、日本側による下記に示す側面的支援が必要であ

ると思われる（調査団の見解)。

◇灌漑排水総局への長期・短期専門家の派遣

　前述のように、今後、ホンデュラス側の自助努力で国家基準へ向けての業務が行われる

計画である。

　しかしながら、灌漑排水分野の国家基準が存在しないホンデュラスにとって、それらの

業務は初めてのことであり、数々の技術的、行政的な問題が生じることも予想される。

　したがって、ホンデュラス側による本プロジェクトの成果の具体的な活用への取り組み

を支援するために、灌漑排水総局へのアドバイザー型長期専門家派遣を今後、検討してい

くことが肝要である。

　長期専門家の業務として考えられる内容は、以下があげられる。

１) 国家基準策定に向けての技術的アドバイス

２) 国家基準策定のための行政的なアドバイス

３) 灌漑排水事業計画策定についてのアドバイス

　なお、技術的なアドバイスに関しては、対象となる分野・工種が多岐にわたっているの

で、必要に応じ、短期専門家による支援などが必要になると思われる。
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第４章　協力実施の経過第４章　協力実施の経過第４章　協力実施の経過第４章　協力実施の経過第４章　協力実施の経過

４－１　相手国の要請内容４－１　相手国の要請内容４－１　相手国の要請内容４－１　相手国の要請内容４－１　相手国の要請内容

(１) プロジェクトの名称

　ホンデュラスかんがい排水技術開発計画

(２) 協力期間

　1994年10月１日から1999年９月30日までの５カ年間

(３) プロジェクトの目標

１) 上位目標

　灌漑プロジェクトが、作成された技術基準に従って効率的、効果的に運営され維持され

る。

２) プロジェクト目標

　小規模灌漑排水システムに関するホンデュラスでの地域係数の調査に基づく技術基準が

作成される。

３) 協力課題

ａ) 灌漑排水

ｂ) 水利構造物

ｃ) 栽培

ｄ) コマヤグア盆地のいくつかの農場における上記ａ)～ｃ）の活動の実証

ｅ) セミナーの開催

４) ホンデュラス側実施機関

　農業牧畜省灌漑排水総局・天然資源省水資源局（1997年１月までは天然資源省水資源

局）

５) プロジェクト・サイト

　農業開発研修センター（ＣＥＤＡ）コマヤグア市：テグシガルパから北西に80km、車で

２時間。
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６) 日本側の投入

ａ) 専門家派遣

　長期専門家：リーダー、業務調整、灌漑排水、水利構造物、栽培

　短期専門家：必要に応じて派遣

ｂ) 研修員受入

　プロジェクト関係者を研修員として日本へ受け入れる

ｃ) 機材供与

　プロジェクト実施のために必要な機材の供与

７) ホンデュラス側投入

ａ) ＣＥＤＡ内の必要な建物、研究室棟およびその他の施設

ｂ) カウンターパートの配置

ｃ) 合同委員会の設置

　合同委員会を少なくとも年１回、または必要が生じた時に開催する

４－２　暫定実施計画および詳細年次計画４－２　暫定実施計画および詳細年次計画４－２　暫定実施計画および詳細年次計画４－２　暫定実施計画および詳細年次計画４－２　暫定実施計画および詳細年次計画

　1994年７月に実施協議調査団が派遣され、同月26日に討議議事録（Ｒ／Ｄ）および暫定実施計

画（ＴＳＩ）ミニッツの署名が取り交わされた。その後、翌1995年５月に計画打合せ調査団が派

遣され、暫定実施計画の妥当性の検討、その活動状況の調査を行い、またホンデュラス側から強

く要望されていた栽培長期専門家の派遣について、「灌漑栽培」の活動項目を新たに加えること

で合意し、同月30日ミニッツに署名された。この合意に関する新たな討議議事録は、1995年11月

27日に署名された。なお、変更後のＴＳＩは下記のとおりである。

(１) 灌漑排水

１) 水文気象観測データの収集

２) 水源開発計画の改善

３) 重力式、圧力式のような灌漑開発計画の改善

４) 排水方式の改善

５) 灌漑システムの分析と評価方法の改善

(２) 水利構造物

１) 水利構造物の現況調査

２) 取水工設計に関する技術基準の改善

３) 配水工設計に関する技術基準の改善
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４) 付帯施設構造物設計に関する技術基準の改善

５) 建設材料の技術マニュアルの改善

(３) 栽培

１) 灌漑排水技術改善に関する作物データの収集

２) 作物栽培管理技術の改善

(４) コマヤグア盆地のいくつかの農場における上記(１)～(３)の活動の実証

(５) セミナーの開催
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表４－１　プロジェクト年次活動計画表（１／２）

活　　　動
年　　　　　次

初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

[灌漑排水]
1.水文気象データの収集
1)既存の観測データを収集・整理する
2)観測施設の状況および観測精度を確認調査する
3)水文気象観上の問題点の把握および改善方法の検
討を行う

4)水文気象データの検査方法、統計処理方法の改善
方策を検討する

2.水源開発計画の改善
1)水源開発上の問題点の把握
2)計画設計基準改善対策項目の絞り込み
3)計画設計基準策定のための調査研究の実施
4)計画基準改善案の取りまとめ

3.灌漑開発計画の改善
1)灌漑開発計画の問題点の把握
2)灌漑開発計画に関する計画設計基準改善対策項目
の絞り込み

3)灌漑開発計画に関する計画設計基準作成のための
調査研究の実施

4)灌漑開発計画に関する計画基準案の取りまとめ

4.圃場レベルでの排水方式の改善
1)排水開発計画上の問題点の把握
2)排水開発計画に関する計画設計基準改善対策項目
3)排水開発計画に関する計画設計基準策定のための
調査研究の実施

4)排水開発計画に関する計画基準案の取りまとめ

5.水理学的、社会経済的な灌漑システムの分析と評
価方法の改善
1)灌漑システムの分析および評価上の問題点の把握
2)灌漑システムの分析および評価に関する計画設計
基準改善対策項目の絞り込み

3)灌漑システムの分析および評価に関する計画設計
基準作成のための調査研究の実施

4)灌漑システムの分析および評価に関する計画基準
案の取りまとめ
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表４－１　プロジェクト年次活動計画表（２／２）

活　　　動
年　　　　　次

初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

[水利構造物]
1.水利構造物の現況調査
1)水利構造物の現況調査
2)既存設計データの収集
3)既存水利構造物に関する設計、施工維持管理上の
問題点の把握

2.取水工設計・施工・維持管理方法に関する技術基
準の改善
1)設計技術基準改善のための構造物タイプの選定
2)設計技術基準精査のための調査・研究
3)設計技術基準の素案の精査
4)設計技術基準改善案の取りまとめ

3.配水工設計・施工・維持管理方法に関する技術基
準の改善
1)設計技術基準改善のための構造物タイプの選定
2)設計技術基準精査のための調査・研究
3)設計技術基準の素案の精査
4)設計技術基準改善案の取りまとめ

4.付帯構造物の設計・施工・維持管理方法に関する
技術基準の改善
1)設計技術基準改善のための構造物タイプの選定
2)設計技術基準精査のための調査・研究
3)設計技術基準の素案の精査
4)設計技術基準改善案の取りまとめ

5.建設材料技術マニュアルの改善
1)水利構造物技術マニュアル改善のための建設材料
の選定

2)建設材料技術マニュアル精査・改善のための調
査・研究

[栽　培]
1.灌漑排水技術改善に関する作物データの収集
1)既存データの調査収集
2)実験圃場でデータ収集を行う対象作物の絞り込み
3)設計基準改善のための調査研究

2.灌漑栽培技術の改善
1)改良灌漑栽培技術組み立て
2)実験農場における改良灌漑栽培技術の検証
3)実証農場における改良灌漑栽培技術の展示
4)改良灌漑栽培技術手引き書の作成

[コマヤグア盆地の農場での活動の実証]

[セミナーの開催]
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４－３　協力実施プロセス４－３　協力実施プロセス４－３　協力実施プロセス４－３　協力実施プロセス４－３　協力実施プロセス

　ホンデュラスでは1983年７月から1992年６月までの９年間にわたって、農業開発研修センター

プロジェクトが実施された。灌漑に関係する指導的農業生産者や農業普及員、農業技術者らに灌

漑技術の研修と、それに伴う機材供与、研修員の受入れなどを実施した。

　しかしながら、同国ではまだ、灌漑排水に関する基準が整備されておらず、これが灌漑排水施

設の整備推進の妨げになっていた。このためホンデュラス政府は日本政府に対し、既存のＣＥＤＡ

施設において、それまでの研修業務部門とは別に、灌漑排水全体に関する基準の策定を目的とし

た技術者養成のための技術協力を要請してきた。

(１) 要請書の接授

1992年７月８日

(２) 事前調査団

１) 派遣期間：1993年10月13日～10月26日（14日）

２) 調査団の構成

・団長／総括 石堂　隆憲 農林水産省構造改善局計画部地域計画課計画調整室室長

・灌漑排水計画設計 佐藤　敏雄 青森県東青土地改良事務所土地改良調整監

・施工・管理 樋口　康平 農林水産省構造改善局建設部設計課施工企画調整室施工

基準係長

・技術協力/栽培 吉井　和弘 国際協力事業団国際協力総合研修所国際協力専門員

・業務調整 小淵　伸司 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課

３) 調査概要

　要請の内容、協力分野の現状と問題点、実施体制、技術協力の基本計画などを調査

(３) 長期調査員

１) 派遣期間：1994年３月16日～４月30日（46日間）

２) 調査員の構成

・総括／灌漑排水 金山　史朗 国際協力事業団農業開発協力部付

・計画／設計基準 荻原　泰朗 (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル

農水事業部担当部長

３) 調査概要

　提言された項目の調査、マスタープランについて討議し、地域係数について議論する。
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(４) 実施協議調査団

１) 派遣期間：1994年７月17日～７月30日（14日間）

２) 調査団の構成

・団　長 池田　文雄 農林水産省構造改善局建設部設計課付

・灌漑排水 大野　　孝 農林水産省関東農政局建設部設計課農業土木専門官

・水利構造物 新田夏一郎 農林水産省構造改善局建設部設計課施工企画調整室

・業務調整 金山　史朗 国際協力事業団農業開発協力部付

３) 調査概要

　実施協議を行い、討議議事録（Ｒ／Ｄ）および暫定実施計画（ＴＳＩ）を作成し、合意

した。

(５) 計画打合せ調査団

１) 派遣期間：1995年５月21日～６月２日（13日間）

２) 調査団の構成

・団長/総括 菊地　秀城 農林水産省九州農政局土地改良技術事務所所長

・灌漑排水 鈴木　元和 農林水産省東海農政局土地改良技術事務所次長

・水利構造物 濱口　秀隆 農林水産省近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所

津風呂ダム管理所所長

・業務調整 金谷　尚知 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課課長代理

３) 調査概要

　ＴＳＩに基づく活動状況の調査、栽培長期専門家派遣の承認

(６) 巡回指導調査団

１) 派遣期間：1996年10月21日～11月３日（14日間）

２) 調査団の構成

・総　括 中原　正孝 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課課長

・灌漑排水 大羽　　泉 農林水産省構造改善局建設部設計課海外土地改良技術室

課長補佐

・水利構造物 竹谷喜代春 農林水産省東北農政局土地改良技術事務所建設技術課

設計技術第二係長

・栽　培 大原　克之 国際協力事業団筑波国際センター栽培稲作コース

研修指導員

・技術協力 加藤　康雄 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課特別嘱託
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３) 調査概要

　プロジェクト活動の進捗状況確認、残期間で目標を達成できるかの中間評価、Ｒ／Ｄの

変更、署名

(７) 終了時評価調査団

１) 派遣期間：1999年４月10日～４月23日（14日間）

２) 調査団の構成

・総　括 永代成日出 国際協力事業団国際協力総合研修所国際協力専門員

・灌漑排水／ 加藤　　孝 農林水産省構造改善局建設部設計課海外土地改良技術室

　水利構造物 係長

・栽　培 小林　富夫 農林水産省関東農政局生産流通部野菜課振興係長

・評価分析 桜井　正信 内外エンジニアリング(株)海外事業本部企画部長

・計画評価 山口　和敏 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課

３) 調査概要

　協力実施のプロセス、投入実績・活動実績および到達状況、評価結果の分析

４－４　中間評価結果のフィードバックの状況４－４　中間評価結果のフィードバックの状況４－４　中間評価結果のフィードバックの状況４－４　中間評価結果のフィードバックの状況４－４　中間評価結果のフィードバックの状況

　巡回指導調査団は、中間評価も同時に実施した。同調査団による主な提言に対するフィード

バックの状況は表４－２のとおりである。
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表４－２　フィードバック状況

主　な　提　言

1. ホンデュラス政府はプロジェクトの将

来性を確保するためにも、小規模灌漑

開発について一貫した計画をもつべき

である。

2. ホンデュラス側は組織改編がされた場

合、プロジェクトに混乱が生じないよ

う事前に十分協議すべきである。

3. 作成される技術基準やマニュアルは、

技術者のレベルや実際の灌漑排水事業

に即応して作成すること。また、灌漑

排水総局で十分利用されるよう方策を

とること。たとえばＣＥＤＡにおける

研修教材として用いる等。

4. ホンデュラス側はプロジェクト活動に

必要な予算の配分と執行を適切に実施

すること。

5. 今後プロジェクトはカウンターパート

への技術移転を進めること。ホンデュ

ラス側はカウンターパートの離職回避

のための策を講じること。

6. プロジェクトは今後関係局やその他の

技術関係者に活動内容を広く広報して

いくことが必要である。

7. 日本側は交代する長期専門家の後任者

を適宜派遣すること。

8. 日本側は今後も本プロジェクトを成功

させるために、引き続き最善の策を講

じること。

フィードバックの状況

・協力期間中、大統領選挙が行われたが政策変更はな

く、小農の生活改善・基礎食糧の増産のための小規

模灌漑は継続して実施されている。

・1997年5月に組織改革され、本プロジェクトはＣＥ

ＤＡから灌漑排水総局（ＤＧＲＤ）に移管された。

移管直後は多少の遅れが生じたが、その後はおおむ

ね円滑に運営された。

・一部の技術基準案(渓流取水工、用水路)については

展示地区（セイス・デ・ノビエンブレ）で実際に建

設を通して技術移転が図られた。実施機関であるＤ

ＧＲＤでは作成された技術基準案および技術マニュ

アル案を「査読委員会」に諮り、国の基準となるよ

う準備している。

・ＤＧＲＤが実施機関となった1997年度以後は、十分

とはいえないがホンデュラス側でプロジェクト予算

を確保できるようになった。

　具体的には、1996年：1,420,000 Lps.（レンピラ）

　　　　　　　1997年：1,660,000 Lps.（レンピラ）

　　　　　　　1998年：2,324,000 Lps.（レンピラ）

・カウンターパートの定着率については、日本側の再

三の勧告にもなかなか好転せず、カウンターパート

への技術移転は十分に図られたとはいいがたい。

・セミナーを通じた広報、および展示地区での灌漑施

設工事実施により活動の広報が図られ、一応の成果

はあったが、十分とはいいがたい。

・1997年の中間時点で栽培分野を除く４名が同時期に

交代したため、活動計画にやや遅れが生じたが、そ

の後の専門家の努力で遅れを取り戻し、計画どおり

実施されている。

・1998年10月のハリケーン・ミッチの影響で実証地区

に建設された灌漑施設が流失したが、日本側の早期

な災害復旧工事で修復され、灌漑栽培技術の移転等

活動計画の大きな遅延が回避された。
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４－５　他の協力事業との関連性４－５　他の協力事業との関連性４－５　他の協力事業との関連性４－５　他の協力事業との関連性４－５　他の協力事業との関連性

　本プロジェクト協力開始以前に、1982年から1983年にかけて無償資金協力により農業開発研修

センターが建設され、1983年７月から９年間にわたってプロジェクト方式技術協力「農業開発研

修センター（ＣＥＤＡ）計画協力」が実施されたが、本プロジェクトに直接関連する事業はな

かった。

　また、ホンデュラスにおける小規模灌漑事業は２ＫＲの見返り資金によって実施されており、

ハリケーン・ミッチによる被害に対する復興支援計画においても、灌漑施設の復旧に対する同国

への資金援助が期待されている。
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第５章　投入実績および達成状況第５章　投入実績および達成状況第５章　投入実績および達成状況第５章　投入実績および達成状況第５章　投入実績および達成状況

(１) 日本側の投入

１) 専門家派遣

　討議議事録（Ｒ／Ｄ）および暫定実施計画（ＴＳＩ）に沿って、チームリーダー、業務

調整、灌漑排水、水利構造物の４分野および1996年３月から加わった栽培分野の合計10名

の長期専門家を派遣した（表５－１)。専門家の交代には現地での引継ぎ期間が設けられ、

おおむね円滑に行われた。しかし、1997年12月のリーダー、業務調整の同時帰国は、実施

機関の変更時期と重なり、その後の実施運営に少なからず影響を与えた。

　そのほか必要に応じて合計11名（延べ17名）の短期専門家を派遣した（表５－２)。当

計画では５名の短期専門家が複数回派遣され、現地事情を踏まえた技術移転をいっそう容

易にしたと考えられる。また、日系第三国専門家として同一専門家を２度にわたり派遣で

きたことは、適正技術、現地事情精通、言葉などの要件を満たした結果といえる。

表５－１　長期専門家

　　専門家氏名 　　  指導科目 　 　 　　派遣期間

金山　史朗 チームリーダー 1994.10. 1～1996.12.31

海老原洋司 チームリーダー 1997. 2.15～1999. 9.30

関口　伸治 業務調整 1994.10. 1～1996.12.31

加藤　康雄 業務調整 1996.12. 8～1997.12. 7

北野　日士 業務調整 1998. 1. 8～1999. 9.30

藤田　　勝 灌漑排水 1994.12.20～1996.12.19

市之宮美行 灌漑排水 1997. 6. 4～1999. 6. 3

宮下　敦典 水利構造物 1995. 1.20～1997. 1.19

石井　公人 水利構造物 1997. 1. 9～1999. 9.30

島田　輝男 栽　培 1996. 3. 4～1999. 9.30
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表５－２　短期専門家

　　専門家氏名 　　  指導科目 　 　 　　派遣期間

筒井　佳寿 栽　培 1995. 3. 7～1995. 4.30

高瀬　恵次 農業水文 1995.11. 5～1995.11.19

1996.11. 3～1996.11.23

藤井　宏一 コンクリート実験 1995.11. 5～1995.12.23

1996.11. 3～1996.11.30

1998. 3.18～1998. 4. 6

海老原洋司 土質実験 1996. 1.22～1996. 2. 9

佐藤　　寛 灌漑システム評価 1996. 2.25～1996. 3.10

秋吉　康弘 渓流取水工 1996.11. 3～1996.11.30

川崎　　弘 土壌分析 1996.11. 3～1996.11.30

天野　斯文 設計基準評価 1997. 2. 2～1997. 3. 1

谷川　寅彦 畑地灌漑 1997. 2. 2～1997. 3.28

1998. 3.18～1998. 4. 6

桜井　正信 実証設計 1997. 9.18～1997.10.18

施工監理 1998. 1.17～1998. 2. 2

ウインストン 尚　金城 実証基準作成 1998. 1. 8～1998. 4.23

(日系第三国専門家） 1999. 3.17～1999. 5.15

２) 研修員受入

　カウンターパート研修員受入実績は、1998年度末までに17名であり、そのうち準高級は

２名である（表５－３)。当計画のカウンターパートは比較的若く、技術経験も浅いため

集団コースでの技術習得が必要であったが、ホンデュラスでは契約職員は最大２カ月半し

か外国研修ができないという規制があり、十分な研修を受けることができなかった。
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表５－３　カウンターパートの現在の勤務先

氏　　　　名 本邦研修期間 専門分野 ＣＥＤＡ, 現在の勤務先
ＰＤＴＲＤ
での勤務期間

Ernesto Pablo Bondy R. 1995. 3～4 水資源局長 1994.10～1996.12 環境省水資源局次官

農業牧畜省次官 1997. 1～1998. 1

Lesvia Patricia M. 1996. 1 水資源秘書 1994.10～1996.12 在ＵＳＡ

灌漑秘書 1997. 1～1997. 2

Héctor Tablas Romero 1995. 3 ＣＥＤＡ所長 1994.10～1997. 4 ＣＥＤＡ

Dorty Mafalda Bendezu 1995.11～12 実験室技師 1994.10～1998. 4 ＰＤＴＲＤ

1998. 4～

Ana Leticia Inestroza 1995.11～12 実験室技師 1994.10～1998. 4 ＣＥＤＡ

1998. 4～ ＰＤＴＲＤ

Luis Enrique Olmedo 1995.11～12 実験室技師 1994.10～1996.12 Compania Monte livano

メロン輸出会社

Raul Edgardo Handal 1997. 3～ 6 農業 1994. 5～1997. 8 Compania Monte livano

メロン輸出会社

Karla Ivonne del Cid R. 1996. 5～ 7 農業 1995. 5～1997.12 ＤＧＲＤ

Reinerio Ramirez U. 1996.11～12 土木 1996. 2～ ＰＤＴＲＤ

Juan Antonio Romero 1997. 3～ 6 農業 1996. 3～1998. 3 自営

Elsa Victoria Santos 1997. 5～ 7 土木 1996. 2～1997.12 自営

Oscar R. Rodriguez 1997. 7～ 8 農業 1996. 3～1998. 4 ＣＥＤＡ,ＤＩＣＴＡ

Walter Jesus Kurwahn 1997. 8～11 土木 1996. 8～1997.12 自営

Mario Antonio Aguilera 1997.10～12 土木 1997. 4～ ＤＧＲＤ

Elías Abdalá Nazar 1998. 9～10 農業 1997. 4～ ＤＧＲＤ局長

Miguel Angel Bonilla － 農業牧畜省次官 1998. 2～ ＳＡＧ

Francisco Rosales － 農業 1998. 1～ ＰＤＴＲＤ

Jose Bayardo － 農業 1997. 4～10 自営Catacamas

Javier E. Velasquez P. 1999. 3～ 4 農業 1998. 4～ ＰＤＴＲＤ

Juan Carlos Chavez － 農業 1997. 8～1998. 4 ＤＩＣＴＡ

Alvin Owen 1999. 3～ 5 農業 1998. 4～ ＰＤＴＲＤ

Secarlos Padilla － 農業 1998. 5～ ＰＤＴＲＤ

Carlos Rivera － 土木 1994.10～1995.12 町役場勤務

Carlos Martinez － 土木 1994.10～1996. 2 民間コンサルタント

Leyla Gutierrez － 土木 1998. 5～1998.12 ＵＳＡ留学

Nidia Cristina － 土木 1999. 1～1999. 2 ＦＨＩＳ

Maria Cristina － 農業 1998. 4～ ＰＤＴＲＤ

Enrique Mejia － 農業 1998. 7～1999. 1 無職

Jose Vijil － 土木 1994.10～1995.12 民間コンサルタント
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３) 機材供与

　技術基準（案)、技術マニュアル（案）作成に必要なデータを収集するため、各種試験

(土質、コンクリート、水理、栽培）実施に不可欠な試験機器および農機具に重点を置い

て適材購入が進められ、活動計画に沿った機材供与が達成されたと考えられる。金額ベー

スでの投入実績は次のとおり。

（平成６年度）1484万3000円、(平成７年度）4264万円、(平成８年度）3037万7000円、

（平成９年度）1917万3000円、(平成10年度）1168万1000円

４) ローカルコスト負担

　プロジェクトを効果的に、スケジュールどおりに運営するため、プロジェクト活動に必

要な運営経費、プロジェクト基盤整備費、特別対策セミナー費などの負担がなされた。

(２) ホンデュラス側の投入

１) 建物および施設

　日本が無償資金協力で建設した農業開発研修センター（ＣＥＤＡ）内の施設・ 圃場が有

効活用された。

２) 要員配置

　協力開始からこれまでにプロジェクト・マネージャーは３名、灌漑排水および水利構造

物課は７名、栽培課は５名を数える。Ｒ／Ｄによれば技術専門家に各２名の技術カウン

ターパート配置となっているが、終始定着度が悪く、カウンターパート配置には苦慮して

きた。これまで技術３課だけで13名のカウンターパートが辞め、専門家による技術移転の

前提が欠如した。

３) 予算措置

　協力開始後の２年間はホンデュラス側の予算は計上されず、３年目の1996年になり初め

てＣＥＤＡ予算の一部として計上された。実施機関がＤＧＲＤに代わった1997年４月から

は予算要求文書に当計画名が明記され、決して満足のいく額ではないが予算措置された。

これらの応分の措置は評価すべきである。
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第６章　活動実績および達成状況第６章　活動実績および達成状況第６章　活動実績および達成状況第６章　活動実績および達成状況第６章　活動実績および達成状況

６－１　灌漑排水６－１　灌漑排水６－１　灌漑排水６－１　灌漑排水６－１　灌漑排水

(１) 技術基準などの作成にかかる基本的考え方

　技術基準などの作成にあたっての基本的考え方を関係者に確認したところ、下記のとお

りであった。

１) 基準は灌漑排水総局が所管するもので、技術者が計画設計にあたって遵守しなければな

らないものである。

２) 指針は設計計画や実施事例が少なかったり、開発段階にある技術等を内容とするものな

どを扱うこととし、当面は計画設計のための参考として整備するものである。

３) マニュアルは技術書であり、計画設計のための参考となるより具体的な事項について技

術参考として整備するものである（たとえば、各種の計算方法または計算に必要な係数を

そのまま載せているもので、一般的には短期専門家の指導手引書や文献のコピーなどであ

る。このほか単なる調査手法を示したものも含んでいる)。

４) ベースとなる基準などの準用にあたっては、ホンデュラスに適した内容とするために同

国に関係すると思われる項目のみ採用している。

５) ホンデュラス技術者のレベルを勘案して、できるだけ平易な内容になるように努めてお

り、あわせて計算例（図表を含む）を作成し、添付することとしている。

６) 事業計画作成にあたっては、必要最低限の調査のみで計画を樹立できるように配慮して

いる。

７) 地域別に必要なパラメータについては、できるだけ計算結果を添付して使い勝手がよく

なるよう配慮している。

　作成される技術基準案などは下記のとおりである。

＜基準案＞

　・灌漑開発計画基準案

　・排水計画基準案

＜指針案＞

　・水源開発指針案

　・灌漑システム分析評価指針

＜マニュアル＞

　・水文解析マニュアル
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　・排水マニュアル

　・蒸発散量計算マニュアル

　・テンシオメーター調査マニュアル

　・測量マニュアル

＜結果報告書＞

　・水文気象データ処理結果報告書

　・気象および流量観測所調査結果報告書

・コマヤグア盆地の気象水文解析報告書（用水量計算書、チュルネ川洪水量計算書含

む）

　・水文データ解析報告書

　・土壌物理性試験結果報告書

　・ｐＦ試験報告書

(２) 本分野の概要

　本分野の目標は、小規模灌漑排水システムに関する技術基準案をホンデュラス国内での

地域係数調査結果に基づいて作成し、ホンデュラスの技術者がこれを活用できるようにな

るということである。

具体的に示すと下記のとおりである。

１) ホンデュラスの技術者が灌漑排水の設計、施工、管理の経験を通じて技術を習得する。

２) 同国技術者が水文気象観測データの意味と収集の目的を理解し、必要な観測データを収

集できる。

３) 同国技術者が地域係数に基づいた技術係数の必要性と意味を理解し、データをもとに必

要な技術係数を作成できる。

４) 同国技術者の主体性のもと、活動項目に基づく技術基準案が作成される。

５) 灌漑技術者が技術基準案の使用方法を理解し、具体的事業地区で適用できるようにな

る。

　 作成予定の技術基準案は下記のとおりである。

ａ) 灌漑開発計画基準案

　農林水産省計画基準「畑地灌漑」およびFAO24をベースに基準案を作成する。

ｂ) 排水計画基準案

　海外技術マニュアル「排水」(ＪＩＩＤ）および農林水産省標準設計「農道」をベー

スに基準案を作成する。
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ｃ) 水源開発計画指針案

　河川水については農林水産省の各種設計基準（「ダム」｢頭首工」等）を、地下水に

ついては地下水調査法をベースに指針案を作成する。

ｄ) 灌漑システム分析評価指針案

　水理的観点については農林水産省設計基準「水路工その１」を、経済的観点について

はホンデュラス財務省の経済効果算定方法を、社会的観点については専門家の知見およ

び各種文献をベースに指針案を作成する。

(３) これまでの進捗状況と目標達成の見通し

　全体としてプロジェクト終了時までにはほぼその目標が達成可能な程度までの進捗状況

であると判断される。

　暫定実施計画（ＴＳＩ）に基づく各活動の目標達成状況は下記のとおりである。

１) 水文気象データの収集

ａ) 水資源局からの観測所リストをもとに水文気象観測所の位置図が作成され、気象庁、

水資源局および電源開発公社の有する気温、湿度、降雨量および流量にかかる既存観測

データ（136カ所）を収集・整理している。

　その成果は「水文気象データ処理結果報告書」として取りまとめられている。

ｂ) コマヤグア盆地内の８カ所の気象水文観測所において、観測施設の状況および観測精

度を確認するための現地調査を実施し、また、36カ所の地点において流量観測を実施し

ている。その成果は、｢気象および流量観測所調査結果報告書」および「コマヤグア盆

地の気象水文解析報告書」として取りまとめられている。

ｃ) 水文気象データを精査・統計処理してホンデュラス北西部地域の地域別日雨量、降雨

量、降雨強度、水源流量および蒸発散量を同国技術者監督のもと、現地コンサルタント

に業務委託して取りまとめている。

　その成果は、｢水文気象データ解析報告書」として整理されている。

ｄ) 以上の活動を通じて、ホンデュラス技術者に対する技術移転（たとえば、パン蒸発皿

法による蒸発散量の計算手法、各種欠測データの補完手法、地域係数の作成手法等）が

なされたものと判断される。

ｅ) 現段階における進捗状況はほぼその目標を達成していると判断され、今後は、プロ

ジェクト終了時までに水文気象観測上の問題点を把握し、その改善手法をホンデュラス

の技術者とともに検討して取りまとめることを課題として残すのみとなっている。
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２) 水源開発計画の改善

ａ) ６カ所の既存灌漑地区において現地調査およびアンケート調査を実施した結果、ホン

デュラスにおいては灌漑の必要な時期は２回（乾期とカニクラと呼ばれる雨期の中休み

期）であることがわかった。また、儲かる農業は乾期の野菜作であるとの判断から、水

源賦存量に必要なパラメータは乾期のものを使用することとしている。

　これらの結果から、利用可能量調査を含めた河川水および地下水の水源開発計画指針

案が作成されることとなった。

ｂ) 問題点としては、河川水の場合は乾期の流量が極端に減少するためポンプアップによ

る利用しかできない状況にあるということ、地下水の場合はホンデュラスの技術者がこ

れを有限な資源である理解していないということなどが把握されている。

ｃ) 技術基準案の添付図面の作成をホンデュラス技術者監督のもと、現地コンサルタント

に業務委託して実施している。解析範囲は小規模農家の多い西部、中部および南部地域

である。なお、作成図面は「日雨量等降雨線」｢乾期の水源賦存量調査結果」｢蒸発散量

計算結果」などである。

　その成果は、｢水文気象データ解析報告書」の添付図面として整理されている。

ｄ) ｢水源開発計画指針案」の作成については、地下水編は地下水調査法をベースに指針

案を作成し、また、応急対策ポンプ復旧工事の揚水試験をもとに地下水利用可能量の調

査事例を取りまとめて添付することとしている。河川水編では、河川流量データから年

間流量の周期を把握して渇水期に利用可能な水源流量を取りまとめており、この結果を

踏まえつつ農林水産省の各種設計基準（「ダム」｢頭首工」等）をベースに、指針案を

作成することとしている。

ｅ) 以上の活動を通じて、ホンデュラス技術者に対する技術移転（たとえば、流出計算に

おけるデータ（雨量、河川流量、蒸発散量）の分析手法、タンクモデルを用いた流出計

算プログラム作成手法等）がなされたものと判断される。

ｆ) 現段階における「水源開発計画指針案」作成の進捗状況（技術移転含む）は、地下水

編についてはほぼ完了しており、今後は、プロジェクト終了時までに河川水編にかかる

指針案（ドラフトあり）を作成することが課題となっているが、これについては1999年

５月までに完成予定となっている。したがって、プロジェクト終了までにはその目標を

十分に達成可能であるということが確認された。

３) 灌漑開発計画の改善

ａ) 水源開発計画と同様、６カ所の既存灌漑地区において現地調査およびアンケート調査

を実施した結果、ホンデュラスにおいては灌漑の必要な時期は２回（乾期とカニクラと
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呼ばれる雨期の中休み期）であることがわかった。また、儲かる農業は乾期の野菜作で

あるとの判断から、用水量算定に必要なパラメータは乾期のものを準備している。この

ことから、「畑地灌漑」にかかる灌漑開発計画指針案が作成されることとなった。

ｂ) ホンデュラス技術者はこれまで技術基準などを作成した経験がないため、難解な基準

などを理解することが難しく、わかりやすさを優先することが課題とされた。このた

め、多くの調査試験を行わずに既存の気象データから算出可能な計算方法を示したり、

複雑な計算が必要なものについてはあらかじめ計算して図表として示すなどの配慮を

行っている。

ｃ) 計画基準作成のための調査研究については、基礎資料収集のために「土壌の物理性試

験」｢ｐＦ試験」｢インテークレート試験」を実施し、また、あわせて圃場内の配水施設

についても検討を実施している。

　その成果については「土壌物性試験結果報告書」｢ｐＦ試験報告書」｢テンシオメー

ター調査マニュアル」｢蒸発散量計算マニュアル」および「測量マニュアル」としてそ

れぞれ取りまとめられている。

ｄ) ｢灌漑排水計画基準案」の作成については、全体的には、農林水産省計画基準「畑地

灌漑」をベースに、作物用水量算定についてはすでにホンデュラス技術者に広く使用さ

れていること、および既存の気象データから蒸発散量が計算可能なことなどからFAO24

をベースに基準案を作成している。さらにFAO24からは、畝間灌漑、スプリンクラー灌

漑および点滴灌漑の灌漑用水量算定と灌漑機材選定方法も準用している。

ｅ) 以上の活動を通じて、ホンデュラス技術者に対する技術移転〔たとえば、｢テンシオ

メーター調査マニュアル」｢蒸発散量計算マニュアル」（双方とも専門家が作成）を用

いた「土壌の物理性試験」｢ｐＦ試験」｢インテークレート試験」の実施手法、｢測量マ

ニュアル」を用いての圃場内での測量方法等〕がなされたものと判断される。

ｆ) 現段階における「灌漑開発計画基準案」作成の進捗状況（技術移転を含む）は、ドラ

フトが作成されカウンターパートがこれを査読している段階である。したがって、プロ

ジェクト終了までにはその目標を十分に達成可能であるということが確認された。

４) 排水方式の改善

ａ) ６カ所の既存灌漑地区において現地調査およびアンケート調査を実施した結果、基準

案は圃場排水および河川排水の両面からの検討・作成することが必要となった。

ｂ) 計画基準案作成のための調査研究については、圃場排水について角谷・福島の式を用

いた洪水到達時間から洪水量を計算する方式を採用しており、ハリケーン・ミッチ時の

降雨データによる計算値と農業開発研修センター（ＣＥＤＡ）内圃場の排水量の実測値



－36－

を用いて比較検討し、その適応性が認められた。河川排水についてはルチハ式により洪

水量を計算して実際の流量と比較したところ、適応性が悪いことが判明した。このた

め、圃場排水と同様に角谷・福島の式の適用を、今後検討する必要がある。その成果

は、｢水文解析マニュアル」および「排水マニュアル」としてそれぞれ取りまとめられ

ている。

ｃ) ｢排水計画基準案」の作成については、全体的には海外技術マニュアル「排水」

(ＪＩＩＤ）をベースに、ピーク排水流量の計算については農林水産省標準設計「農道」

をベースに基準案を作成している。また、これまで検討してきた資料をもとに「排水量

計算事例集」を本編に添付することとしている。

ｄ) 以上の活動を通じて、ホンデュラス技術者に対する技術移転（たとえば、各種方式に

よる洪水量の計算方法および実測値との評価方法、地域別の圃場排水量の計算に必要な

降雨特性係数の算出手法等）がなされたものと判断される。

ｅ) 現段階における「排水計画基準案」作成の進捗状況（技術移転を含む）は、ドラフト

が作成されカウンターパートがこれを査読している段階である。したがって、プロジェ

クト終了までにはその目標を十分に達成可能であるということが確認された。

５) 水理学的、社会学的な灌漑システムの分析と評価手法の改善

ａ) ホンデュラスの既存地区の灌漑システムに存在する問題などについて、現地調査およ

びアンケート調査を実施した結果、経済的、水理的および社会的観点から現状を分析・

評価し、改善方法を検討したうえで新規地区に反映させていくことが必要であるとわ

かったため（これまで同国においては、既存地区事業実績が蓄積されておらず、また、

これらを分析・評価して新規地区に反映させていくという体制もない)、灌漑システム

にかかる分析評価指針案を作成することとなった。

ｂ) ｢灌漑システム分析評価指針案」の作成については、大きく分けて３つの項目から構

成される。それぞれの視点および作成方法は以下のとおりである。

①経済的観点からの評価分析：灌漑システムサイクル（灌漑施設の建設には多額の初期

投資が必要なため投資に見合う効果発現が必要→効果は灌漑水を使用して作物を生

産・販売することによって生じる→初期投資の回収には10年以上の長期間が必要→利

益の一部を維持管理費用に再分配することにより灌漑システムのサイクルが回転）に

よる初期投資の回収と、受益者にもたらされる経済効果を金額で示して評価分析する

ものであり、ホンデュラス財務省の経済効果算定方法をベースに指針案を作成するこ

ととなっている。
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②水理学的観点からの評価分析：灌漑施設の水理的機能について、そのシステムが必要

な水量を必要なときに必要な場所へ供給できているかどうかを施設面（配置、規模、

構造）と水管理面から調査して評価分析するものであり、農林水産省設計基準「水路

工その１」をベースに指針案を作成することとなっている。

③社会的観点からの評価分析：灌漑システムサイクルによる地域社会への効果・影響

は、直接的および間接的にすべての社会活動に関連してくる。たとえば、直接的なも

のとしては雑用水の供給、地下水の涵養などであり、間接的なものとしては生活レベ

ルの向上、健康の増進などである。これらの効果・影響は金額では表しにくいもので

はあるが、アンケート方式により経済効果ではとらえられない効果の項目を取りまと

め評価分析するものであり、専門家の知見および各種文献をベースに指針案を作成す

ることとなっている。

ｃ) 以上の活動を通じて、今後、指針案を作成しながらホンデュラス技術者に対する技術

移転を実施していく予定である。

ｄ) 現段階における「灌漑システム分析評価指針案」作成の進捗状況（技術移転を含む）

は、その骨子が作成されたところであり、指針案の作成は実質的にはこれからという段

階である。

ｅ) 問題点および今後の課題を、各項目別に示すと下記のとおりである。

①経済的観点からの評価分析：本分野は、ホンデュラス財務省の経済効果算定方法を

ベースにして、今後作成することとなっている。特に本分野は農業経済からの視点が

重要であるため、同国財務省の基準のみの単純な準用では不十分と考えられ、他の文

献なども参考にしつつ、農業経済の専門家のアドバイス（日本およびホンデュラス）

も取り入れながら進めていく必要がある。現段階における進捗状況は、まだ、ホン

デュラス財務省の経済効果算定方法を入手したばかりであり、これから本格的に作成

するという段階である。今後の見通しとしては、指針案の作成はプロジェクト終了時

までには可能であると思われるものの、農業経済のノウハウのない現在のカウンター

パートによるホンデュラス技術者への技術移転は、十分には達成しがたいのではない

かと判断される。

②水理学的観点からの評価分析：本分野は、農林水産省設計基準「水路工その１」を

ベースにしてそのドラフトが作成されており、また、短期専門家の指導のもと、サ

ン・セバスチァン地区において実践的な評価・分析が行われ、これを事例として取り

まとめている。ただし、１地区だけではオーソライズされたとはいいがたいので、本

事例に従ってカウンターパートが主体となって、あと数地区実施していく必要があ

る。
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　　なお、本分野は土木的観点が色濃く、これまで作成してきた基準などの作成にかか

るノウハウを活かしやすい分野であるため、今後、実践的な事例を取りまとめていけ

ば、プロジェクト終了時までには指針案の作成と技術移転はほぼ可能であると判断さ

れる。

③社会的観点からの評価分析：本分野は、専門家の知見および各種文献をベースに今

後、作成することとなっている。特に本分野は社会学的視点を中心とした広い範囲か

らの視点が重要であるため、専門家の知見や各種文献などのみでは偏ることも考えら

れ、社会学などの専門家のアドバイス（日本およびホンデュラス）も取り入れながら

進めていく必要がある。現段階における進捗状況は、まだ、その骨子を作成したばか

りであり、これから本格的に作成する段階である。今後の見通しとしては、指針案の

作成はプロジェクト終了時までには可能であると思われるものの、社会学についての

ノウハウのない現在のカウンターパートによるホンデュラス技術者への技術移転は、

十分には達成しがたいのではないかと判断される。また、範囲的にも質的にも非常に

奥の深い分野であるため、今後とも（プロジェクト終了後も)、作成された指針案を

もとに継続して評価・分析方法について検討していくことが重要であると考えられ

る。

６－２　水利構造物６－２　水利構造物６－２　水利構造物６－２　水利構造物６－２　水利構造物

(１) 技術基準などの作成にかかる基本的考え方

　技術基準などの作成にあたっての基本的考え方を確認したところ下記のとおりであっ

た。

１) 基準は灌漑排水局が所管するもので、技術者が計画設計にあたって遵守しなければなら

ないものである。

２) 指針は設計計画や実施事例が少なかったり、開発段階にある技術等を内容とするものな

どを扱うこととし、当面は計画設計のための参考として整備するものである。

３) マニュアルは単なる技術書であり、計画設計のための参考となるより具体的な事項につ

いて技術参考として整備するものである（たとえば、各種の計算方法または計算に必要な

係数をそのまま載せているもので、一般的には短期専門家の指導手引書や文献のコピーな

どである。このほか単なる調査手法を示したものも含んでいる)。

４) ベースとなる基準などの準用にあたっては、ホンデュラスに適した内容とするために同

国に関係のない項目はすべて削除している。

５) ホンデュラス技術者のレベルを勘案して、できるだけ平易な内容になるように努めてお

り（通常業務を通じて大学卒業者のレベルをチェックした結果、基準の内容レベルとして
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は、日本の高校レベルとすることとし、極力数式は載せず公式主義を採用している。ま

た、公式の使用方法を説明するための計算例を多く添付することとしている)、あわせて

計算例（図表を含む）を作成し、添付することとしている。

　作成される技術基準案などは下記のとおりである。

＜基準案＞

　・設計基準案「頭首工」

　・設計基準案「開水路工」｢パイプライン」

＜マニュアル＞

　・渓流取水工設計事例マニュアル

　・付帯構造物設計事例マニュアル

　・コンクリート試験マニュアル

　・コンクリート配合設計マニュアル

　・土質試験マニュアル

　・水理実験マニュアル

　・水理実験結果適用事例マニュアル

＜事業結果報告書＞

　・現況調査報告書

　・セイス・デ・ノビエンブレ地区実証工事誌

　・セイス・デ・ノビエンブレ地区復旧工事報告書

(２) 本分野の概要

　本分野の目標は、小規模灌漑排水システムに関する技術基準案をコマヤグア盆地内の小

規模灌漑実証施設（セイス・デ・ノビエンブレ地区）において、灌漑排水事業の構造・計

画・設計・積算・契約・施工管理・施設移管・維持管理という一連の活動を通じて作成

し、これによりホンデュラス技術者の知識と実務能力が高められ、さらには、これを活用

できるようになるということである。

　具体的に示すと下記のとおりである。

１) ホンデュラス各地の既存水利構造物の現況調査に基づき、小規模灌漑施設の整備水準に

ついて設計面、施工面、建設材料面および維持管理面から適切なレベルを概定する。

　　ホンデュラス周辺で広く普及している技術文献をあたり、適宜カウンターパートと相談

しながら「基準」のターゲットとして適切な技術者レベルを想定する。
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２) 技術基準案、マニュアル案などの作成過程を通じて、技術者が国情に適合した「基準」

を自力で作成する過程を会得させる。

３) 技術基準案、マニュアル案などの作成過程を通じて、ホンデュラスにより適合した、灌

漑排水事業のなかで関連する基準の草案が作成される。

４) 技術基準案、マニュアル案などの作成過程を通じて、適宜セミナーを開催し、関連基準

類の草案についてその時点での活動成果を広く広報・普及し、当該基準類の内容を理解す

る技術者を増大させる。

　作成予定の技術基準案などは下記のとおりである。

ａ) 基準案

①｢頭首工｣：農林水産省設計基準「頭首工」をベースに基準案を作成

②｢開水路工｣：農林水産省設計基準「水路工その１｣、アメリカ開拓局「ライニング水

路基準」および研修用資料（前ＣＥＤＡプロジェクト方式技術協力時作成）をベース

に基準案を作成

③｢パイプライン｣：農林水産省設計基準「水路工その２｣、コスタ・リカ「パイプライ

ン工設計基準」および研修用資料（前ＣＥＤＡプロジェクト方式技術協力時作成）を

ベースに基準案を作成

ｂ) マニュアル案

①渓流取水工設計事例マニュアル：農林水産省設計基準「頭首工｣、海外技術マニュア

ル「頭首工」(ＪＩＩＤ）およびコスタ・リカ設計基準「渓流取水工」をベースに基

準案を作成

②付帯構造物設計事例マニュアル：農林水産省標準設計「パイプライン付帯工」、同

「水路付帯構造物」および研修用資料（前ＣＥＤＡプロジェクト方式技術協力時作

成）をベースに基準案を作成

③コンクリート試験マニュアル：｢コンクリート標準示方書（土木学会)｣「農業土木ハ

ンドブック」および短期専門家指導成果品をべースに基準案を作成

④コンクリート配合設計マニュアル：｢コンクリート標準示方書（土木学会)｣「農業土

木ハンドブック」および短期専門家成果品をべースに基準案を作成

⑤土質試験マニュアル：｢土質試験調査法（土質試験工学会)｣「農業土木ハンドブッ

ク｣、研修用資料（前ＣＥＤＡプロジェクト方式技術協力時作成）および短期専門家

指導成果品をべースに基準案を作成

⑥水理実験マニュアル：日本で市販の各種図書をベースに基準案を作成

⑦水理実験結果適用事例マニュアル：日本で市販の各種図書をベースに基準案を作成
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ｃ) 事業結果報告書

①現況調査報告書：ホンデュラスの既存水理構造物を16カ所調査し、その整備水準につ

いて設計面、施工面、建設材料面および維持管理面から適切なレベルを概定するもの

である。

②セイス・デ・ノビエンブレ地区実証工事誌：コマヤグア盆地内の農場における活動実

証を通じて、灌漑排水事業の計画から設計、積算、契約、施工管理、施設移管、維持

管理までの一連の工事全体記録をホンデュラスの今後の事業推進の参考に資するため

に、報告書として作成するものである。

③セイス・デ・ノビエンブレ地区復旧工事報告書：ハリケーン・ミッチによる災害復旧

工事の記録を今後の事業の参考に資するために、報告書として作成するものである。

(３) これまでの進捗状況と目標達成の見通し

　全体としてプロジェクト終了時までにはほぼその目標が達成可能な程度までの進捗と判

断される。

　ＴＳＩに基づく各活動の目標達成状況は下記のとおりである。

１) 水利構造物の現況調査

ａ) 16カ所（補足調査４カ所）の現地調査を実施し、その結果、基準案の対象は、50ha以

下とし、対象とする小規模灌漑施設の整備水準として、取水工はバースクリーン型の渓

流取水工を主軸に据え（俯角面付着水取水方式)、配水工についてはライニング水路と

現場打ち水路、パイプラインについては一部の外国援助を除きパイプラインはほとんど

使われていない（２インチ程度の塩ビの施工が散見される）ため、そのタイプを特定し

ないで概括的に記述することとしている。また、付帯構造物については、ホンデュラス

では小規模施設の建設事例が少ないため、頭首工、開水路、パイプラインに関して網羅

的に記述することとしている。コンクリート材料については、ポルトランドセメントの

みの使用で、品質の向上が課題であると認識された。

　土質材料については、試験機関がほとんどないため、土質試験を踏まえた設計事例は

なく実態はよくわからない状況となっている。水路については二次製品はほとんど存在

しないことが判明している。

　その成果は「現況調査報告書」として取りまとめられている。

ｂ) 以上の活動を通じて、ホンデュラスの技術者に対する技術移転（たとえば、現地調査

の実施方法、適正な整備水準の決定方法等）がなされたものと判断される。

ｃ) 現段階における進捗状況はその目標を達成していると判断される。
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２) 取水工設計・施工・維持管理方法に関する技術基準の改善

ａ) 小規模灌漑地区の位置的な賦存量を勘案し、取水の安定性、耐久性および維持管理の

容易性からバースクリーン複合方式の渓流取水工が最適であると判断された。

ｂ) 基準作成に先立ち、日本、メキシコ、コスタ・リカなどの該当する基準を参照して基

準内容の細部にわたる検証を行っている。

ｃ) 水理計算や構造計算などを含む基本的事項の理解を図る観点から、一般頭首工につい

て基準化を図ることとしている。

ｄ) ｢頭首工」および「渓流取水工設計事例マニュアル」の作成については、農林水産省

設計基準「頭首工｣、海外技術マニュアル「頭首工」(ＪＩＩＤ）およびコスタ・リカ設

計基準「渓流取水工」をベースに作成している。

　特に留意点は、施設設置地点における河川流量についての観測方法、およびデータ処

理方法の追加、基礎処理や水理模型実験、施工上の留意点等の加筆などである。

ｅ) 本施設については、コマヤグア盆地内のセイス・デ・ノビエンブレ地区において実証

活動事業の実施を通じて、計画から、水理計算や構造設計をはじめとする設計・積算・

契約・施工管理・施設移管、維持管理までの一連の工程実施に関する実践的な技術移転

が、短期専門家等の指導、役務提供などを受けながら実施された。

　これらの活動を通じて、ホンデュラス技術者は一連の事業（工事）実施工程にかかる

ノウハウを得たものと判断される。

ｆ) 現段階における「頭首工設計基準案」および「渓流取水工設計事例マニュアル」の作

成の進捗状況（技術移転を含む）は、ほぼ完了という段階であり、今後は、プロジェク

ト終了時までに文言などの細部のチェックを行っていくこととしている。

　したがって、プロジェクト終了までにはその目標を十分に達成可能であるということ

が確認された。

３) 配水工設計・施工・維持管理方法に関する技術基準の改善

ａ) 現地調査の結果、素掘り水路、練石積み水路、レンガ積み水路、モルタルまたはコン

クリートライニング水路および小規格の既製品水路があることが判明し、これらを主対

象とした基準案を作成することとした。パイプラインについては、既存の小規模灌漑地

区にはほとんど存在していないこと、および１受益地50ha以下でかつ１農家当たりの経

営規模が3.5ha以下とした場合、小規模農家の経済状況などを勘案すると採算的ではな

いということが判明したため、タイプなどは限定せずに、一般的な事項を記述した基準

案を作成することとした。
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ｂ) ｢開水路工」については、農林水産省設計基準「水路工その１｣、アメリカ開拓局「ラ

イニング水路基準」および研修用資料（前ＣＥＤＡプロジェクト方式技術協力時作成）

をベースに、｢パイプライン」については、農林水産省設計基準「水路工その２｣、コス

タ・リカ「パイプライン工設計基準」および研修用資料（前ＣＥＤＡプロジェクト方式

技術協力時作成）をベースに基準案を作成している。

　ホンデュラスに適した配水工のタイプとして台形断面の開水路を選定しており、その

材料についての分類を行い、基準化のための絞り込みを行っている。また、水理計算お

よび設計計算の分野については基本的に日本の基準を準用するものの、そのほかについ

ては基本的に現在、ホンデュラスにおいて使用されている基準を改善することとしてい

る。

ｃ) 次に、｢浅井戸灌漑システム」にかかるマニュアルの作成についてであるが、以下の

観点から、基準化（マニュアル化）は行わないこととしている。

①現地調査の結果からホンデュラスにおける浅井戸システムとは、各農家が圃場レベル

において浅井戸を人力掘削し、その井戸にポンプを設置して２インチ前後の塩ビ管と

それから分岐したビニール管で点滴灌漑を行うものであり、通常、日本側で考えてい

る導水路系を意味する「配水」とはその意味が異なること。

②個々の農家ごとに設置しているため、非常に小規模な施設であり、構造・システムが

簡単で基準化するのは及ばないこと。

③すでにカナダのプロジェクトにおいて実績が積み上げられており、重複するので意味

がないこと。

④浅井戸のための配管システムについては、パイプライン基準案のなかで言及されてい

るため、わざわざ取り上げる必要がないこと。

ｄ) 開水路工のうち、当初工事においてはレンガ積み導水路（底版：無筋コンクリート、

水路表面：モルタル仕上げ）63ｍと圃場への配水路としてのレンガ積み開水路（構造は

導水路に同じ）427ｍが、またハリケーン・ミッチ後の復旧工事においては練石積み導

水路がコマヤグア盆地内のセイス・デ・ノビエンブレ地区において建設されている。

　この実証活動事業の実施を通じて、渓流取水工と同様に一連の工程の実施に関する実

践的な技術移転が短期専門家などの指導、役務提供などを受けながら実施された。

　これらの活動を通じて、ホンデュラス技術者は一連の事業（工事）実施工程にかかる

ノウハウを得たものと判断される。特に、復旧工事においては、農民みずからが主体的

に施工に参加するなど、技術移転の効果が現れたといえる。

ｅ) 現段階の進捗状況によると、｢開水路工設計基準案」および「パイプライン設計基準

案」の作成（技術移転含む）は、ほぼ完了という段階であり、今後は、プロジェクト終
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了時までに文言などの細部のチェックを行っていくとともに、技術移転の成果がより具

体的なものとして残せるよう、開水路工にかかる事例集をできる範囲で作成することと

している。

　したがって、プロジェクト終了までにはその目標を十分に達成可能であるということ

が確認された。

４) 付帯構造物の設計・施工・維持管理方法に関する技術基準の改善

ａ) 現地調査の結果、現場での実施例がほとんどないため、取水工、配水工（開水路工、

パイプライン）に関する付帯構造物について概略的に記述することとしている。頭首工

関連では、土砂吐、護床工、沈砂池、護岸工を選定している。開水路工関連では、暗

渠、サイホン、水路橋、落差工、急流工、分水工、量水施設、合流施設、水位調整施

設、余水吐、放水工、調整池、管理用道路および除塵施設を選定している。さらにパイ

プライン関連では、ファームポンド、調圧施設、ポンプ、排水槽、分水工、給水栓、量

水施設、サージタンク、圧力槽、空気タンク、安全弁、排泥施設、余水吐、制水弁およ

び取水施設を選定している。

①｢付帯構造物設計事例マニュアル」については、農林水産省標準設計「パイプライン

付帯工｣、同「水路付帯構造物」および研修用資料（前ＣＥＤＡプロジェクト方式技

術協力時作成）をベースに基準案を作成している。

　　特に留意されたことは、ホンデュラスに適し、かつ基準案をより理解しやすいもの

とするため、ひとつの工種について複数のタイプを掲載することは避け、構造的に単

純でかつ材料もホンデュラスで入手しやすいものを考慮して構造物タイプを極力ひと

つだけ選定して基準案を作成することとした点である。

②以上の活動を通じて、ホンデュラス技術者に対する技術移転（たとえば、各付帯構造

物の必要性や役割と機能を理解するとともに、構造タイプの選定方法の会得等）がな

されたものと判断される。

③現段階における「付帯構造物設計事例マニュアル」進捗状況によると、作成（技術移

転を含む）はほぼ完了という段階である。今後は、プロジェクト終了時までに文言な

ど細部のチェックを行っていくとともに、技術移転の成果がより具体的なものとして

残せるよう、事例集をできる範囲で作成することとしている。

　　したがって、プロジェクト終了までにはその目標が十分に達成可能であることが確

認された。
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５) 建設材料技術マニュアルの改善

ａ) 現在、ホンデュラスにおける主要な建設材料であるコンクリートに主眼を置きつつ、

必要に応じて土質の実験手法についても言及することとしている。

　また、水利施設の設計・施工・維持管理においては、水源水および灌漑水を制御する

ことが重要であるので、水理実験の対象としての「水」も加えている。

ｂ) ｢コンクリート試験マニュアル」については、｢コンクリート標準示方書（土木学会)｣

「農業土木ハンドブック」および短期専門家指導成果品をべースに基準案を作成してい

る。

　｢コンクリート配合設計マニュアル」については、｢コンクリート標準示方書（土木学

会)｣「農業土木ハンドブック」および短期専門家成果品をべースに基準案を作成してい

る。

　｢土質試験マニュアル」については、｢土質試験調査法（土質試験工学会)｣「農業土木

ハンドブック｣、研修用資料（前ＣＥＤＡプロジェクト方式技術協力時作成）および短

期専門家指導成果品をべースに基準案を作成している。

　｢水理実験マニュアル」については、日本で市販の各種図書をベースに基準案を作成

している。

　｢水理実験結果適用事例マニュアル」については、日本で市販されている各種の図書

をベースに基準案を作成している。

　特に留意された点は、マニュアルの素案に基づいた試験実施の結果、試験の前提とな

る技術概念の定義が混同されていることが判明したため（たとえば、密度と比重と単位

体積重量)、これらの技術的概念にかかる概論的記述を追加し、ホンデュラス技術者に

対してより理解しやすいものとなるよう配慮していることである。

①プロジェクト・サイトには、コンクリート、土質、水理の各実験室があり、供与機材

により試験機器も充実している。セイス・デ・ノビエンブレ地区の実証工事において

もこれらの実験室を利用し、マニュアル案に基づきコンクリート構造物ならびに土質

について材料試験および強度試験がそれぞれ実施された（水理実験は特に行っていな

い)。これらの活動を通じて、ホンデュラス技術者に対する実践的な技術移転がなさ

れたものと判断される。

②現段階における進捗状況によると、各種マニュアルの作成（技術移転を含む）は、水

理実験マニュアル案を除き、ほぼ完了という段階であり、今後は、プロジェクト終了

時までに文言などの細部のチェックを行っていくとともに、技術移転の成果がより使

い勝手のよいものとなるよう、これまでの実績に基づき、ホンデュラスにおいて使用

頻度の高いと想定される試験等のみを抜粋したダイジェスト版も作成する予定となっ
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ている。なお、｢水理実験マニュアル案」については、1999年度供与機材の到着・据

付け状況をにらみながら、期間内に作成されるよう進めていく予定である。

　　したがって、プロジェクト終了までにはその目標を十分に達成可能であるというこ

とが確認された。

６－３　栽培６－３　栽培６－３　栽培６－３　栽培６－３　栽培

　当初栽培分野は、プロジェクトの達成目標が「小規模灌漑システムの技術基準作成」であるこ

とから、ＴＳＩの協力活動項目には含まれていなかったが、設計基準作成に際し、地域状況に

合った作物に関するデータおよび各種灌漑方法での適正な栽培技術開発の重要性が認識され、

1995年５月にＴＳＩが改訂され、栽培も新たに活動項目に加えることになった経緯がある。

(１) これまでの進捗状況と目標達成の見通し

　全体としてプロジェクト終了時までにはほぼその目標が達成可能な程度までの進捗状況

であると判断される。

　ＴＳＩに基づく各活動の目標達成状況は下記のとおりである。

１) 灌漑栽培技術マニュアルの作成

ａ) 既存作物栽培技術などの現況把握

　調査に先だって、調査手引き書を作成、これをもとにカウンターパートに事前研修を

実施した。南部、中東部地域で先進農家、普及員、研究者の聞き取りなど在来・先進灌

漑栽培技術調査および前ＣＥＤＡプロジェクト方式技術協力資料から現況把握すること

により、本プロジェクトの対象作物をタマネギ、トマト、スイカ、ピーマンの４作物に

絞り込んだ。

ｂ) 作物消費水量の決定およびマニュアルの作成

　前ＣＥＤＡプロジェクト方式技術協力の資料をもとにタマネギ、トマト、スイカ、

ピーマンを対象にした灌漑用水量と間断日数を整理検討した。さらに、圃場栽培試験結

果をもとに、｢作物水分消費量決定試験報告」および「ＣＥＤＡ既存灌漑栽培試験資料」

を作成した。

ｃ) 灌漑栽培技術マニュアルの作成

　｢改良灌漑技術マニュアル」はタマネギ、トマト、スイカ、ピーマン編を中心にカウ

ンターパートが主体的に作成、地域農家の慣行農法を基礎にして、現地で調達できる安

価な資材を用いた実証データが収集されており、現地の実情に合った技術マニュアルの
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作成および技術移転となっている。これらの一連の作業を通じて、カウンターパート

は、資料調査、圃場試験企画、実施、分析などの手法を習得した。

２) 実証農場における改良灌漑栽培技術の展示

　入植農場をセイス・デ・ノビエンブレ実証地区の灌漑圃場に設置している。プロジェク

トが必要資材および展示活動推進のための常駐普及員を、労働力は農家が提供し、協同事

業として実施し、1998年秋の乾期作から畝間灌漑による栽培を展示している。

　プロジェクトではスイカ、トマト、ピーマン、タマネギの４作物に加えて、農家の希望

する大豆とごまを採用した。３作物（スイカ、ピーマン、タマネギ）はいずれも生育良好

で、標準以上の収量を確保し、高価格で販売できた。同時に実証圃場外の圃場で農家自身

の手による、灌漑タマネギ栽培が始まり、指導を求めてきた。農家へのヒアリングによ

り、野菜生産に高い関心をもっていることが確認された。

　また、実証地区外での農家の手による新たな野菜栽培が始まり、周辺農家への波及効果

があった。

(２) 自立発展の見通し

　農家の教育レベルが低いこと、および普及組織が民営化され事実上機能していない状況

下では、セイス・デ・ノビエンブレ実証地区がモデル地区として野菜作が定着するまでは

なんらかの支援が必要と思われる。そういった意味でも今後、農業開発研修センター

(ＣＥＤＡ）における農民研修を拡大していくことが望ましい。

　また、ホンデュラスでは、国、民間レベルでも優良種子確保対策はとられていないが、

一定の収量を確保していくためには、本対策は避けて通れない問題であり、ホンデュラス

の積極的な取り組みを期待する。
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第７章　評価結果第７章　評価結果第７章　評価結果第７章　評価結果第７章　評価結果

７－１　実施の効率性７－１　実施の効率性７－１　実施の効率性７－１　実施の効率性７－１　実施の効率性

　各種技術基準（案）および技術マニュアル（案）の作成は現在ほぼ90％完成しており、終了時

には完成する予定のため、効率的に作成されたといえる。なお、カウンターパートへの技術移転

については、協力期間中を通じて終始定着率が悪く、交代が多かったため効率的な技術移転は十

分できなかった。

(１) 投入のタイミングの妥当性

　成果に対する投入の効率性について、長期専門家派遣では10名が派遣され、おおむね円

滑に実施されたが、1996年の中間時点で栽培専門家を除く４名がほぼ同時期に交代したた

め、活動計画にやや遅れが生じた。

　また、相手国側の本プロジェクトに対する予算措置については、開始より２年間は農業

開発研修センター（ＣＥＤＡ）が実施機関であったためほとんど予算が確保されなかっ

た。しかし、その後機構改革により実施機関が灌漑排水総局（ＤＧＲＤ）に移管されてか

らは、十分ではないが予算が付くようになり、スムーズな運営が行われるように改善され

た。また、1998年からは実験棟３棟（コンクリート試験、土質実験、水理実験）もＣＥＤＡ

から本プロジェクトに移管・投入され、各種実験が行えるように改善された。

(２) 投入と成果の関係

　上記投入に対し、その成果としてのホンデュラスに適合した灌漑排水・水利構造物に関

する各種技術基準（案）および技術マニュアル（案）の作成であるが、第１次案としての

技術基準（案）の作成は達成される見込みである。今後はこれらの作成された基準（案）

をもとに、ＤＧＲＤが査読委員会に諮問し、国の基準とするとともに、これらを灌漑技術

者がホンデュラス国内の小規模灌漑事業の実施に活用し、改善・改良される必要がある。

７－２　目標達成度７－２　目標達成度７－２　目標達成度７－２　目標達成度７－２　目標達成度

(１) 成果の達成度

　灌漑排水、水利構造物、栽培の３分野ともにプロジェクト目標である技術基準（案）お

よび技術マニュアル（案）の作成は、ほぼ達成できる予定である。しかし、同基準（案）

などを用いた技術カウンターパートへの技術移転は、協力期間を通じて定着率が悪かった

こともあり、十分な成果はあげられていない。

　なお、実証地区において小規模灌漑施設の建設を通して、一部の基準（案）などが活用
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されるとともに、カウンターパートに対し設計・施工・管理の技術移転が行われた。ま

た、受益圃場において圃場灌漑・栽培技術の展示試験が実施され、地元農民にも各種技術

移転が行われた。

(２) 目標達成に貢献／阻害した要因

　実証地区セイス・デ・ノビエンブレにおいての技術基準（案）を活用した小規模灌漑施

設の建設は、現地での調査・測量・設計・施工の各段階を通して、カウンターパートへの

技術移転を行うとともに、地元受益農民にも灌漑栽培技術、圃場灌漑技術に対するインセ

ンティブを与えた。

　しかし、カウンターパートのほとんどが契約職員であることによる短期間での交代は、

セミナーの開催などによるカウンターパートへの十分な技術移転ができない状況を生じさ

せた。

７－３　効果７－３　効果７－３　効果７－３　効果７－３　効果

(１) 効果の内容

　現在独自の技術基準を有していないホンデュラスにおいて、現地に適応した技術基準

(案）が作成される効果は大きい。また将来、技術基準（案）を活用した現地適用型の施設

が建設されれば、工事費・維持管理費節減などの経済的インパクトが考えられる。展示圃

場においては、受益農民による水利に関する組織化が期待でき、社会的インパクトが予想

される。

　実施機関であるＤＧＲＤは、本プロジェクトを総局内の一部署に組織化し、持続活動の

ための組織強化は制度的インパクトを与えた。

(２) 効果の範囲

　プロジェクトレベルでの直接的効果は技術カウンターパートの技術の習得であり、効果

の程度はカウンターパートの能力、意欲、在職期間によって変わってくる。また、セク

ターレベルでの効果としては、小規模灌漑排水事業を実施促進しているＤＧＲＤに対す

る、技術基準（案）整備に伴う技術的インパクトおよび組織強化による制度的インパクト

が長期的に想定される。

　地域レベルへの効果としては、実証活動の受益者であるセイス・デ・ノビエンブレ地区

の農民に対し、安定した灌漑水供給と野菜栽培導入による経済的インパクトを与えた。ま

た、協力当初カウンターパートであったＣＥＤＡの技術職員に対し、技術基準（案)、技術

マニュアル（案）などを用いた研修をすることによって地域へのインパクトが可能にな
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る。

　マクロレベルへの効果としては、協力期間中では発現しにくいが、将来的にはＤＧＲＤ

が作成された技術基準（案）などを国の基準として灌漑事業に活用すれば、その発現が期

待できる。

７－４　計画の妥当性７－４　計画の妥当性７－４　計画の妥当性７－４　計画の妥当性７－４　計画の妥当性

(１) 上位目標・プロジェクト目標の妥当性

　協力期間中に大統領選挙が実施されたが、同一政党が政権を取ったため、上位目標、プ

ロジェクト目標ともに当初計画時点との変更はなく、現在の農業政策に合致しており妥当

であるといえる。

(２) 計画設定の妥当性

　現在、基準（案）をもたないホンデュラスにおいて、第１次案としてではあるが、基準

(案）が作成されたという成果は妥当である。また、技術基準（案）および技術マニュアル

(案）は、主要作物の生産性向上を目的とした小規模灌漑事業を推進するために、ホンデュ

ラスの灌漑技術者が、合理的かつ安全な施設計画を実施するうえで有用である。

７－５　自立発展の見通し７－５　自立発展の見通し７－５　自立発展の見通し７－５　自立発展の見通し７－５　自立発展の見通し

(１) 組織的自立発展の見通し

　ホンデュラスの実施機関は、1997年１月から天然資源省水資源局から農業牧畜省灌漑排

水総局（ＤＧＲＤ）に移管され、この時点より本プロジェクトに対する相手側の予算化が

なされるようになった。しかし、その額は十分でなく、また、相手側のカウンターパート

はほとんどが契約職員（１年契約）のため、定着率が悪く、カウンターパート技術者への

技術移転は十分とはいいがたい状況であった。

　しかし、実施機関であるＤＧＲＤは本プロジェクトの組織強化をめざして、現在カウン

ターパートの正職員化の手続きを実施中であり、また、組織的にも一部署として位置づ

け、持続的な国の技術基準作成のための体制づくりに取り組んでいる。

(２) 財務的自立発展の見通し

　実施機関であるＤＧＲＤは、中央省庁農業牧畜省の一部局であり、本プロジェクトに対

してもそれなりの予算手当てが行われている。したがって今後、投入された施設・機材な

どを維持し、有効に使用するための経常経費も確保されるものと思われる。

　今後は、作成された技術基準（案）を国の基準にすべく、査読委員会に諮問したりする
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費用が必要となるため、事前に必要経費を見積もり予算化が実行されるよう、見守ってい

く必要があると思われる。

(３) 物的・技術的自立発展の見通し

　本プロジェクトで作成された技術基準（案）は、今後ＤＧＲＤによって国の基準となる

よう学会、大学関係者、学識経験者などで構成される査読委員会に諮られ、改善・改良さ

れ、小規模灌漑事業実施に利用される見込みである。

　なお、各項目の評価結果の詳細は別表７－１のとおりである。

表７－１　評価５項目に沿った評価結果

評価項目

Ⅰ.目標達成度

Ⅱ. インパクト

(効果)

分析対象項目

1.プロジェクト目標の達成

度

2.「成果」の達成度

3.技術基準（案）の試用

1.技術的インパクト

2.経済的インパクト

評　価　結　果

1.｢地域係数の調査に基づく技術基準の作成」については、

灌漑排水、水利構造物の両分野ともに、第１次案としてほ

ぼ完成の予定である。ただし、活用できるようにするため

に、ホンデュラス側で査読委員会の検証などを経て、「国

の基準」とする必要がある。栽培分野についても、ほぼ目

標は達成される。

2 . 各分野ともに、技術基準（案）および技術マニュアル

(案）の作成はほぼ達成される見込みである。

3.セイス・デ・ノビエンブレ地区において、小規模灌漑施

設として技術基準案「渓流取水工」「配水工」を用いた設

計・施工・管理が行われるとともに、受益圃場において、

圃場灌漑・栽培技術の展示試験が実施され、これを通じ

て、カウンターパートおよび地元農民に各種技術移転が行

われた。

1-1.現地に適応した技術基準（案）の作成は、現在独自の

基準のないホンデュラスにおいては、技術的インパクトは

大きい。

1-2.小規模灌漑事業の実施は、施工管理および小規模水資

源利用の観点から技術インパクトを与え、また、農家圃場

での野菜栽培展示活動は、慣行栽培作物から作物多様化へ

のインセンティブを助長した。

2.将来、技術基準（案）を活用した現地適応型の施設建設

がされれば、経済的な施設（建設費用・維持管理経費の節

減等）が建設できる。

　また、展示圃場において、野菜生産による換金作物栽培に

対する農家のインセンティブが助長され、受益農家に経済

的インパクトを与えることになる。
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Ⅲ.実施の効率性

3.社会文化的インパクト

4.環境的インパクト

5.制度的インパクト

1.技術基準（案）および技

術マニュアル（案）の作成

2.カウンターパートへの技

術移転

3 . ｢ 成果」に対する「投

入」の妥当性

4.プロジェクト内容の計画

と実績の格差の正当性

3.展示圃場の受益農民による水利に関する組織化が期待で

き、社会文化的インパクトとなる。

4.技術基準（案）を活用した水利用計画は、水源である河川

水の有効利用につながり、河川維持管理水の確保など河川

環境にインパクトを与えることができる。

5-1.実証活動による受益農家支援は、今後小規模灌漑事業を

実施・推進する灌漑排水総局（ＤＧＲＤ）に対し、制度的

インパクトを与えることが期待できる。

5-2.本プロジェクトがＤＧＲＤ組織のなかで一部署として位

置づけられた。

1.灌漑排水、水利構造物、栽培の各分野ともに現在90％程度

作成できており、終了時にはほぼ完成する見込みである。

2.カウンターパートの定着期間が短く、交代が多かったた

め、在職期間中の断片的な技術移転を余儀なくされた。し

かし、退職したカウンターパートの大半は関係機関および

民間コンサルタントなどで習得した灌漑技術を活用して活

躍している。

3- 1 .長期専門家は協力終了時までを含み計10名が派遣さ

れ、おおむね円滑に活動が実施された。しかし、1997年の

中間時点で栽培を除く４名が同時期に交代し、活動計画に

やや遅れが生じた。

3-2.短期専門家はこれまで12名、延べ17名が派遣された。

このうち５名が複数回派遣され、現地事情を踏まえた技術

移転をより効率的に実施することができた。

3-3.機材供与としては各種試験機器（土質、コンクリート、

水理、栽培）が適時、適材購入されており、活動計画に

沿った機材供与が達成されたと考えられる。

3-4.カウンターパート研修員の受入れは17名であり、カウ

ンターパートが比較的若く、集団コースの技術習得が必要

であったが、ホンデュラスの契約職員は2.5カ月研修の制

限があり、十分な研修が受講できなかった。

3-5 .実施機関がＣＥＤＡからＤＧＲＤに移行（19 9 7年４

月）されてからは、施設移管（事務所、圃場、実験棟）の

実施、予算措置の向上など運営上の改善が行われた。

4.「地域係数」の定義について、ホンデュラス関係者のなか

でも統一されておらず、技術基準（案）の作成はやや戸惑

いのなかで遂行されたが、成果に対し、一応ホンデュラス

の満足する基準（案）となっている。
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Ⅳ.妥当性

Ⅴ.自立発展の見

通し

1.上位目標の妥当性

2.プロジェクト目標の妥当

性

3.成果の妥当性

4 . ターゲットグループの

ニーズに応えているか

1.実施機関の運営能力

2 . 目標に対する政府のサ

ポート

3.予算の確保

4.活動の持続性

1.協力期間中に政策変更はなく、実施協議調査時と大きな

変化もなく、現在の農業政策に合致している。

2.ホンデュラスに適応した技術基準（案）の作成は、農業

政策上重要な小規模灌漑事業を進めるうえで重点事項で

あり妥当である。

3.灌漑排水・水利構造物・灌漑栽培技術は小規模灌漑事業

を推進するためにはすべて必要な関連性のある技術であ

り、これらの技術基準（案）および技術マニュアル（案)

を作成し、カウンターパートおよび灌漑技術者に技術移

転することは、実施機関である灌漑排水総局の開発政策

に合致している。

4.ターゲットグループである技術カウンターパートおよび

ホンデュラスの灌漑技術者に対し、事業推進の手引書と

なる技術基準（案）および技術マニュアル（案）は非常

に有用であり、合理的かつ安全な施設計画に十分に役立

つ。

1.1997年１月から天然資源省水資源局から引き継いだＤＧ

ＲＤは、現在全職員数104名（内、本部職員22名）で運営

されている。

　本プロジェクトのカウンターパートはほとんどが契約職

員であり、実施機関であるＤＧＲＤは組織上一部署と位

置づけられる。

　協力終了後の組織強化のため、20名の正職員および10名

の臨時職員の確保のための諸手続きを実施中である。

2.小規模灌漑排水事業は、ホンデュラスの基礎食料増産お

よび国民の栄養保障をめざす農業政策上重要な事業であ

り、中央政府からの強力な支援により維持されると考え

られる。

3.ＤＧＲＤは、1998年のハリケーン・ミッチの影響もあり

苦しい国家予算のなか、本計画の運営資金を潤沢とはい

えないが確保してきている。今後は、中長期展望に立っ

た食糧増産政策にのっとり、重要部局として2KR資金の活

用も考慮されつつ経常経費の確保が図られるものと思わ

れる。

4.作成された技術基準（案）は、今後ＤＧＲＤによって国

の基準となるよう査読委員会に諮られて改善・改良さ

れ、小規模灌漑事業実施に利用される計画である。



－54－

第８章　結論第８章　結論第８章　結論第８章　結論第８章　結論

　本プロジェクトの活動についてホンデュラス・日本の合同評価調査団により、評価調査を行っ

た結果、｢討議議事録（Ｒ／Ｄ)、暫定実施計画（ＴＳＩ）に沿っておおむね計画どおりに活動が

実施され、所期の目的が達成される見通しである」ことが確認された。

　したがって、本プロジェクトは、当初の協力期間（1999年９月末）をもって終了することが適

切であると判断された。

　なお、本プロジェクトの活動に関連する今後のあり方、ならびに本調査から導き出された教訓

と提言は、以下のとおりである。

８－１　今後の協力のあり方８－１　今後の協力のあり方８－１　今後の協力のあり方８－１　今後の協力のあり方８－１　今後の協力のあり方

　第２章の要約でも述べたように、ホンデュラス政府による本プロジェクトの成果の具体的活用

に向けての自助努力支援のため、まずは、長期／短期専門家派遣の検討が必要であると思われ

る。

　また、前述したように、本プロジェクトの長期的観点からの自立発展性を考慮した「国立灌漑

農業研究所構想」がある。その構想については、当面はホンデュラス政府による自助努力を見守

りつつも、研究所の本格的な活動が開始された場合は、なんらかの技術支援の必要性が生じる可

能性がある（ただし、灌漑農業面については、ＣＥＤＡの時代を含めると14年にわたる協力実績

があるので、協力の必要性が生じた場合においても、協力分野、協力形態などを十分に考慮する

必要がある)。

　ホンデュラスの灌漑排水事業全般についていえば、1998年のハリケーン・ミッチにより灌漑地

区の約70％がなんらかの被害（現在、完全に機能している灌漑面積は約２万2000ha）を被り、そ

の復興事業が当面の焦点となるであろう。したがって、今後、復興事業にかかわる協力の必要性

が生じる可能性はあるといえる。

　次にホンデュラスの将来的な灌漑開発との関連について言及することとする。ホンデュラス国

内の灌漑可能面積は約40万haであるが、開発済みの面積は約10％であり、開発の余地は相当、残

されている。しかしながら、現況は、政府財政の危機のため、灌漑開発に関するマスタープラン

もなく、２ＫＲの積立資金を活用した小事業が行われているにすぎない。しかし、人口増加に対

応した安定的な食糧生産の必要性の観点からとらえると、灌漑開発事業の推進は不可欠であり、

灌漑排水総局としても、国の財政が好転すれば、開発事業を本格的に開始したいとしている。

　以上の点を考慮すると、将来的には、灌漑開発にかかわるマスタープランの作成支援などの協

力も、ホンデュラスの持続的農業開発支援の一環として必要となることと思われる。
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８－２　教訓と提言８－２　教訓と提言８－２　教訓と提言８－２　教訓と提言８－２　教訓と提言

　今回の終了時評価調査を通して導き出された、教訓と提言は次のとおりである。

(１) プロジェクト目標のさらなる明確化

　前述のように、本プロジェクトの目標は、｢小規模灌漑排水システムに関するホンデュラ

スでの地域係数の調査に基づく、技術基準が作成される」ということであった。

　第７章の評価結果で指摘したように、この目標にかかわる文章のうち、｢地域係数」とい

う言葉の定義が、ホンデュラス関係者のなかで統一されておらず、プロジェクト推進上の

障害となった面が見受けられる。目標にかかわる文章は、プロジェクトの活動指針を表す

重要なものである。したがって、明確な定義づけを行った単語を用いるなど、理解しやす

くかつできるだけ具体的な目標設定を行うことが肝要と思われる。

　また、農業分野にかかわるプロジェクトの場合、当該案件がその国の農業開発におい

て、どのような位置づけであるのかというマクロ的な分析を加えることも、プロジェクト

目標の明確化に必要なことと思われる。

(２) 実証活動のさらなる推進

　実証圃場地区（セイス・デ・ノビエンブレ）での活動は、カウンターパートにとっても

実質的な技術習得の意味で、その効果は大きかったと思われる。このように、本プロジェ

クトのようなソフト型の協力においても、できるかぎりオンザジョブ・トレーニング的な

要素をもつ活動を取り入れていくことが、技術移転活動上、有効である。

　また、農業開発の受益者である農民の声をフィードバックしながら、より実質的なプロ

ジェクト運営を行う意味においても、実証活動は需要であるといえる。

(３) 事前調査とモニタリング制度のさらなる充実

　カウンターパートの頻繁な交代により、本プロジェクトにおける技術協力活動に一部支

障をきたした。また、すでに指摘したようにプロジェクト２年次まではホンデュラス側の

予算措置がなく、プロジェクト運営面に支障が生じた。

　これらの問題点は、技術協力プロジェクト推進に多大な影響を与えるものである。同じ

ような状況が将来、他のプロジェクトで生じないようにするためには、事前調査とプロ

ジェクト実施中のモニタリング制度を今以上に充実していくことが求められる。
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(４) 活動計画策定について

　第３章「評価調査の概要」ならびに第６章「活動実績および達成状況」で指摘したよう

に、本プロジェクトの場合、もう少し活動範囲を絞り込むことが、円滑な技術協力推進

上、望ましかったといえる。

　技術協力の主な目的は、人材の育成である。その観点からとらえると、十分な指導を可

能とするある程度の時間的な余裕をもたせた活動計画の設定が、技術協力上望ましいとい

えるのではないだろうか。

　また、活動計画策定に際しては、当該分野にかかわる現場調査を十分に行い、その結果

を生かしながらより適応性の高い内容の計画となるように配慮することが必要である。

(５) 技術協力成果の積み重ね

　本プロジェクトの活動内容である「灌漑排水事業にかかわる基準類の作成」は、地域は

異なるが多くの国で実施されてきた技術協力の項目である。

　他の分野においても、類似した活動内容の協力案件の実施が見受けられる。

　今後、技術協力をさらに効率的に推進するためには、技術協力成果と経験の積み重ねを

制度的に行い、｢情報を共有化」していく取り組みが必要であると思われる。

(６) 評価手法のさらなる検討

　今回の評価に際しては、ＰＤＭならびに評価５項目に基づいた評価のほかに、活動別評

価シートを作成して詳細な調査を実施した。

　次に示す点での効果が、活動別評価シートを用いた調査により得られたので、今後とも

類似した手法を用いるべきであると思われる。

１) 各活動の内容とその目的との関連の把握が容易となる。

２) 各活動の進捗状況と目的達成度（サブゴール）に対する把握が容易となる。

３) 各活動分野とプロジェクト目標の関連がより明確になる。

４) 各活動の評価を通して、活動実施上の問題点がより鮮明となる。

　ただし、各活動項目に対する評価基準（今回の場合は、Ａ、Ｂ、Ｃ）など、詳細な評価

シートの内容については、今後、関連機関等との協議を通してさらなる検討を行い、より

客観性のあるものとしていくことが肝要である。
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資　　　料資　　　料資　　　料資　　　料資　　　料

１　ミニッツ１　ミニッツ１　ミニッツ１　ミニッツ１　ミニッツ

２　プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）２　プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）２　プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）２　プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）２　プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）((((( 日本語版日本語版日本語版日本語版日本語版)))))

３　インプット総括表（日本語版３　インプット総括表（日本語版３　インプット総括表（日本語版３　インプット総括表（日本語版３　インプット総括表（日本語版)))))

４　アウトプット目標の達成状況評価シート（日本語版４　アウトプット目標の達成状況評価シート（日本語版４　アウトプット目標の達成状況評価シート（日本語版４　アウトプット目標の達成状況評価シート（日本語版４　アウトプット目標の達成状況評価シート（日本語版)))))

５　供与機材利用状況表５　供与機材利用状況表５　供与機材利用状況表５　供与機材利用状況表５　供与機材利用状況表

６　プロジェクト組織図６　プロジェクト組織図６　プロジェクト組織図６　プロジェクト組織図６　プロジェクト組織図

７　研修およびセミナー実績７　研修およびセミナー実績７　研修およびセミナー実績７　研修およびセミナー実績７　研修およびセミナー実績

８　実証地区における農家研修実施報告書８　実証地区における農家研修実施報告書８　実証地区における農家研修実施報告書８　実証地区における農家研修実施報告書８　実証地区における農家研修実施報告書
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